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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジングに設けられた
プラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体に接続する際のバ
スダクトプラグインホール保護構造において、
　前記バスダクトには、前記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材と、前記扉部
材が開放方向に動くことを係止するロック部材とが設けられ、
　前記プラグイン装置には、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作
に応じ、前記扉部材を開方向へ動かす扉開放部と、前記プラグインホールへ前記プラグイ
ン装置を近づける動作に応じて前記ロック部材を動かして該ロック部材による前記扉部材
の係止を解除するロック解除部とが設けられ、
　前記ロック部材には、前記ロック解除部の押圧を受ける被ロック解除部が設けられてお
り、前記被ロック解除部の少なくとも一部が前記扉部材の下側に配置されることを特徴と
するバスダクトプラグインホール保護構造。
【請求項２】
　電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジングに設けられた
プラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体に接続する際のバ
スダクトプラグインホール保護構造において、
　前記バスダクトには、前記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材と前記扉部材
を閉塞方向へ付勢するバネ部材とが設けられ、
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　前記プラグイン装置には、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作
に応じ、前記扉部材を開方向へ動かす扉開放部が設けられ、
　前記バスダクトの前記ハウジングには、断面視で略ロ字形状の空間の内方から外方に略
凸形状に突出する突出部が形成されることで前記突出部の内側に略凹形状の突出空間が形
成されており、前記バネ部材が前記突出空間に配置されることを特徴とするバスダクトプ
ラグインホール保護構造。
【請求項３】
　電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジングに設けられた
プラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体に接続する際のバ
スダクトプラグインホール保護構造において、
　前記バスダクトには、前記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材が設けられ、
前記プラグイン装置には、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作に
応じ、前記扉部材を開方向へ動かす扉開放部が設けられ、
　前記扉部材は回動軸を有し、前記扉開放部に押圧されると、該回動軸が回動して前記プ
ラグインホールを開放し、
　前記回動軸が、前記バスダクトの前記ハウジングの上面よりも上側に配置されることを
特徴とするバスダクトプラグインホール保護構造。
【請求項４】
　前記プラグイン装置の前記扉開放部が、前記扉部材のうち前記回動軸に近い部分を垂直
若しくは垂直に近い角度で押圧することで該扉部材を回動させることを特徴とする請求項
３に記載のバスダクトプラグインホール保護構造。
【請求項５】
　電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジングに設けられた
プラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体に接続する際のバ
スダクトプラグインホール保護構造において、
　前記バスダクトには、前記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材と前記扉部材
を閉塞方向へ付勢するバネ部材とが設けられ、
　前記プラグイン装置の前記接触子は、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近
づける動作に応じ、前記扉部材を開方向へ動かす扉開放部としても機能することを特徴と
するバスダクトプラグインホール保護構造。
【請求項６】
　電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジングに設けられた
プラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体に接続する際のバ
スダクトプラグインホール保護構造において、
　前記バスダクトには、前記バスダクトの前記導体の長手方向に沿ってスライドすること
で前記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材が設けられ、
　前記プラグイン装置には、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作
に応じ、前記扉部材を開方向へスライドさせる扉開放部が設けられ、
　前記扉開放部は、前記プラグインホールへの前記接触子の挿入の際に前記扉部材の端部
に当接する開放片を有し、
　前記開放片の斜辺が、前記扉部材の端部に対して斜めに当接して前記扉部材を開方向へ
スライドさせることを特徴とするバスダクトプラグインホール保護構造。
【請求項７】
　前記バスダクトには、前記扉部材が開放方向に動くことを係止するロック部材が設けら
れ、
　前記プラグイン装置には、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作
に応じて前記ロック部材を動かして該ロック部材による前記扉部材の係止を解除するロッ
ク解除部が設けられていることを特徴とする請求項２乃至６の何れかに記載のバスダクト
プラグインホール保護構造。
【請求項８】
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　前記ロック部材には、前記ロック解除部の押圧を受ける被ロック解除部が設けられてお
り、
　前記扉部材が前記プラグインホールを閉塞した状態において、前記被ロック解除部の少
なくとも一部が、平面視において前記プラグインホールが占める領域の内側に配置される
ことを特徴とする請求項１又は７に記載のバスダクトプラグインホール保護構造。
【請求項９】
　前記ロック部材が、前記扉部材の上面よりも上側に突出しないように設けられているこ
とを特徴とする請求項１、７及び８の何れかに記載のバスダクトプラグインホール保護構
造。
【請求項１０】
　開口を有する枠体が、該開口を前記プラグインホールに重ねるようにして前記バスダク
トに設けられ、
　前記扉部材は、前記枠体に対して前記開口を開閉可能に閉塞するように取り付けられる
ことで、前記プラグインホールを開閉可能に閉塞することを特徴とする請求項１乃至９の
何れかに記載のバスダクトプラグインホール保護構造。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バスダクトプラグインホール保護構造に関し、例えば、バスダクトに設けら
れたプラグインホールの保護構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、バスダクトのプラグインホールの保護構造として、特許文献１に示すようなプラ
グイン接続部保護装置がある。このプラグイン接続部保護装置では、プラグイン接続部の
回りに電気絶縁物製のカバーを取り付け、そのカバーのプラグイン端子挿入口に一対の弾
性唇片を対向するように設けて常時密着させるようにしており、プラグイン器具の接続端
片を挿し込む際に弾性唇片が押し広げられることで開口し、接続端片を引き出す際に弾性
唇片が元に戻ることで閉塞するようになされている。これにより、プラグインホール内に
塵埃が入ることを防ぐようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公昭４９－２０２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載されたプラグインホール保護構造は、塵埃と
いった空気中を浮遊する程度の軽い物質の侵入を防ぐ目的であるため、弾性力によって全
体が変形する電気絶縁物製樹脂のカバー（弾性唇片）によってプラグインホールを保護で
きるようになされているが、電気幹線の全体に多くのプラグインホールを予め設けている
バスダクトにおいて、例えば作業者を感電等から保護することを目的とした場合の保護強
度としては不安があるという技術的課題を有している。
【０００５】
　この点を解決するため、上述した特許文献１における電気絶縁物製樹脂カバーを厚くし
たり、剛性の強い材料に変更したりすることが考えられるが、その分だけ弾性力が強くな
るため、プラグイン器具の挿入に支障が出るという問題がある。すなわち、特許文献１に
記載されたプラグインホール保護構造では、保護の強固さとプラグイン器具の挿入のし易
さ（施工性）との間にトレードオフの関係があるため、作業者の感電等を防ぐことを目的
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とした強固な保護とプラグイン時の施工性との両立が困難である。
【０００６】
　本発明は、上記技術的課題に鑑みてなされたものであり、バスダクトのプラグインホー
ルにおいて、作業者の感電等を防ぐための強固な保護とプラグイン時の施工性とを両立可
能な保護構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記技術的課題を解決するためになされた本発明は、バスダクトのハウジングに設けら
れたプラグインホールに対してプラグイン装置を着脱する際のバスダクトプラグインホー
ル保護構造において、前記バスダクトには、前記プラグインホールを開閉可能に閉塞する
シャッタ部材と、前記プラグインホールを閉塞する方向に前記シャッタ部材を付勢するバ
ネ部材とが設けられ、前記プラグイン装置には、前記プラグインホールへ前記プラグイン
装置を近づける動作に応じ、前記シャッタ部材を開放方向へ動かす（スライドさせる、回
動させる、等）シャッタ開放部が形成されていることを特徴としている。
【０００８】
　このように、本発明のバスダクトプラグインホール保護構造では、プラグインホールを
閉塞するシャッタ部材とシャッタ部材を閉塞方向に付勢するバネ部材とを別部材によって
形成しているため、シャッタ部材の強度とバネ部材の強度とを別個に設定することができ
る。すなわち、本発明によれば、プラグイン時の施工性を悪化させることなくシャッタ部
材の強度を上げて強固な保護構造を提供することができるため、バスダクトのプラグイン
ホールにおいて、作業者の感電等を防ぐための強固な保護とプラグイン時の施工性とを両
立可能な保護構造を提供することができる。
　また、本発明は、電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジ
ングに設けられたプラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体
に接続する際のバスダクトプラグインホール保護構造において、前記バスダクトには、前
記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材が設けられ、前記プラグイン装置には、
前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作に応じ、前記扉部材を開方向
へ動かす扉開放部が設けられていることを特徴としている。
さらに、本発明によれば、開口を有する枠体が、該開口を前記プラグインホールに重ねる
ようにして前記バスダクトに設けられ、前記扉部材は、前記枠体に対して前記開口を開閉
可能に閉塞するように取り付けられることで、前記プラグインホールを開閉可能に閉塞す
ることを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明によれば、前記ハウジングには、断面視で略ロ字形状の空間の内方から外
方に略凸形状に突出する突出部が形成されることで前記突出部の内側に略凹形状の突出空
間が形成されており、前記プラグインホールを閉塞することに関わる部材の一部が、前記
突出空間に配置されることを特徴としている。さらに、本発明によれば、前記バネ部材が
前記突出空間に配置されることを特徴としている。
【００１０】
　このため、バスダクトの内部に収納されているバスダクト導体とハウジングとの間の空
間絶縁距離や沿面距離等を極力阻害することなく、シャッタ部材の一部やバネ部材といっ
たプラグインホールを閉塞することに関わる部材の一部をバスダクトのハウジング内部に
収納することができる。すなわち、シャッタ部材等のプラグインホールを閉塞することに
関わる部材を設けることに起因して空間絶縁距離や沿面距離等を確保するためにバスダク
トが巨大化してしまうような事態を極力回避し得る。また、ハウジング１１に取り付けら
れた状態において、突出空間に配置されたバネ部材が仮に何らかの不測の事態により切断
するような事態が発生したとしても、切断したバネ部材が垂れ下がってハウジング内の導
体に触れてしまうことをバネ移動規制部によって回避できる。
【００１１】
　また、本発明によれば、前記シャッタ部材（扉部材）が、第１シャッタ部材（第１扉部
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材）と第２シャッタ部材（第２扉部材）とを有し、前記第１シャッタ部材（第１扉部材）
および前記第２シャッタ部材（第２扉部材）の端部同士が向かい合わせにして配置され、
両開き式に前記プラグインホールを開閉することを特徴としている。
【００１２】
　このため、一方のシャッタ部材が開く方向の力が加えられても他方のシャッタ部材が開
くことはなく、つまりは、例えば作業者が不用意にシャッタ部材に触れてしまうような場
合に、第１シャッタ部材と第２シャッタ部材の両方が一度に開いてしまう危険性を極力回
避でき、その分、プラグインホールの保護が強固なものとなる。
【００１３】
　また、本発明によれば、前記第１シャッタ部材および前記第２シャッタ部材の相互が前
記バネ部材により連結されることで、プラグインホールの閉塞方向に付勢されていること
を特徴としている。
【００１４】
　このため、第１シャッタ部材と第２シャッタ部材とがバネ部材によって連結されること
によってユニット化され、組立時の取り扱いが容易となる。さらに、一つのバネ部材で第
１シャッタ部材と第２シャッタ部材の両方を付勢しているため、それぞれにバネ部材を設
けるよりもバネ部材の数が半分になり構造が簡単で部品数も少なく、コストがかからなく
て済む。
【００１５】
　また、本発明によれば、前記シャッタ部材（扉部材）が、バスダクト導体の長手方向に
沿ってスライドすることで前記プラグインホールを開閉することを特徴としている。
さらに、本発明は、電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジ
ングに設けられたプラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体
に接続する際のバスダクトプラグインホール保護構造において、前記バスダクトには、前
記バスダクトの前記導体の長手方向に沿ってスライドすることで前記プラグインホールを
開閉可能に閉塞する扉部材が設けられ、前記プラグイン装置には、前記プラグインホール
へ前記プラグイン装置を近づける動作に応じ、前記扉部材を開方向へスライドさせる扉開
放部が設けられ、前記扉開放部は、前記プラグインホールへの前記接触子の挿入の際に前
記扉部材の端部に当接する開放片を有し、前記開放片の斜辺が、前記扉部材の端部に対し
て斜めに当接して前記扉部材を開方向へスライドさせることを特徴とする。
【００１６】
　このため、例えば作業者が不用意にシャッタ部材に触れてしまうような場合に、プラグ
インホールに直交する方向の力が加えられてもシャッタ部材が開くことはなく、その分、
プラグインホールの保護が強固なものとなる。
【００１７】
　また、本発明によれば、前記バネ部材の付勢により所定位置を越えて前記シャッタ部材
が移動することを規制する規制部が設けられていることを特徴としている。
【００１８】
　このため、シャッタ部材が所定位置を越えて移動してしまうような事態を簡易な構造で
回避できる。
【００１９】
　また、本発明によれば、前記バスタクトには、前記シャッタ部材（扉部材）が開放方向
に動くことを係止するロック部材が設けられ、前記プラグイン装置には、前記プラグイン
ホールへ前記プラグイン装置を近づける動作に応じて前記ロック部材を動かして該ロック
部材による前記シャッタ部材（扉部材）の係止を解除するロック解除部が設けられている
ことを特徴としている。
また、本発明は、電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジン
グに設けられたプラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体に
接続する際のバスダクトプラグインホール保護構造において、前記バスダクトには、前記
プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材と、前記扉部材を閉塞方向へ付勢するバネ
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部材と、前記扉部材が開放方向に動くことを係止するロック部材とが設けられ、前記プラ
グイン装置には、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作に応じ、前
記扉部材を開方向へ動かす扉開放部と、前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近
づける動作に応じて前記ロック部材を動かして該ロック部材による前記扉部材の係止を解
除するロック解除部とが設けられることを特徴としている。
【００２０】
　このため、例えば作業者が不用意にシャッタ部材に触れてしまうような場合には、ロッ
クが解除されないためシャッタ部材が開くことはなく、プラグインホールの保護がより一
層強固なものとなる。その一方で、プラグインホールにプラグイン装置を近づけて挿入す
る際に、シャッタ部材のロックが自動で解除されるため、施工性を極力損なうことなく容
易に挿入可能である。
【００２１】
　また、本発明によれば、前記ロック部材の少なくとも一部が外部へ露出していることを
特徴としている。このため、ロックされているか否かが一目で判別でき、例えば、仮に何
らかの要因によってロック部材に不具合があってロックされているべき状況においてロッ
クされていないような状態が生じたとしても、シャッタ部材を押して確認する等の作業を
することなく目視だけで不具合を判別することができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、シャッタ部材（扉部材）が回動軸を有し、回動軸の回動により
プラグインホールを開閉する（扉開放部に押圧されるとこの回動軸が回動してプラグイン
ホールを開放する）ことを特徴としている。また、プラグイン装置のシャッタ開放部（扉
開放部）が、シャッタ部材（扉部材）のうち回動軸に近い部分を垂直若しくは垂直に近い
角度で押圧することでシャッタ部材（扉部材）を回動させることを特徴としている。この
ため、プラグイン装置の挿入長さに対するシャッタ部材（扉部材）の開放方向への回動量
、及び、挿入状態のプラグイン装置の引き抜き長さに対するシャッタ部材（扉部材）の閉
塞方向への回動量が大きくなり、迅速な開閉が可能になる。その結果、シャッタ部材（扉
部材）を開閉させるためのプラグイン装置の移動距離を短縮できる。これにより、例えば
、プラグイン装置の着脱を考慮してバスダクトの周囲に予め確保する施工用スペースを縮
小することも可能となる。
さらに、本発明は、電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジ
ングに設けられたプラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体
に接続する際のバスダクトプラグインホール保護構造において、前記バスダクトには、前
記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材が設けられ、前記プラグイン装置には、
前記プラグインホールへ前記プラグイン装置を近づける動作に応じ、前記扉部材を開方向
へ動かす扉開放部が設けられ、前記扉部材は回動軸を有し、前記扉開放部に押圧されると
、該回動軸が回動して前記プラグインホールを開放し、前記回動軸が、前記バスダクトの
前記ハウジングの上面よりも上側に配置されることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明によれば、前記ロック部材において、前記ロック解除部の押圧を受ける被
ロック解除部が、前記ハウジングの内側に設けられていることを特徴としている。すなわ
ち、前記ロック部材が、前記扉部材の上面よりも上側に突出しないように設けられている
ことを特徴とする。
　さらに、本発明において、前記ロック部材には、前記ロック解除部の押圧を受ける被ロ
ック解除部が設けられており、前記被ロック解除部の少なくとも一部が前記扉部材の下側
に配置されることにより、前記扉部材が開放方向に動くことが係止されることを特徴とし
ている。
【００２４】
　このため、例えば作業者が不用意にシャッタ部材に触れてしまうような場合においても
、被ロック解除部に作業者が触れることが無く、すなわち、不用意にロックが解除される
ことがないため、プラグインホールの保護がより一層強固なものとなる。
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【００２５】
　また、本発明によれば、前記ロック部材において、前記ロック解除部の押圧を受ける被
ロック解除部の少なくとも一部が、前記プラグインホールの平面視において該プラグイン
ホールの内側に位置していることを特徴としている。
【００２６】
　このため、ロック機能を有しつつも、メンテナンス等でシャッタ部材を開けたい場合に
は、被ロック解除部を直接操作することにより、容易にロックを解除してシャッタ部材を
開放することができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、前記ロック部材には、前記ロック解除部の押圧によりロックが
解除される被ロック解除部が設けられており、前記被ロック解除部の少なくとも一部が、
前記プラグインホールの平面視において該プラグインホールの内側に位置していることを
特徴としている。
　さらに、本発明において、前記ロック部材には、前記ロック解除部の押圧を受ける被ロ
ック解除部が設けられており、前記扉部材が前記プラグインホールを閉塞した状態におい
て、前記被ロック解除部の少なくとも一部が、平面視において前記プラグインホールが占
める領域の内側に配置されることにより、前記扉部材が開放方向に動くことが係止される
ことを特徴としている。
【００２８】
　このため、プラグインホールの平面視において被ロック解除部がプラグインホールの外
部に位置している場合に比べてバスダクトプラグインホール保護構造がコンパクトになる
。
【００２９】
　また、本発明によれば、前記ロック解除部は、前記シャッタ部材と前記プラグインホー
ルとの間の微小な隙間を介してハウジング内部に挿入され、若しくは、前記第１シャッタ
部材の端部と第２シャッタ部材の端部との間の微小な隙間を介してハウジング内部に挿入
され、前記ロック部材による前記シャッタ部材のロックを解除することを特徴としている
。
【００３０】
　このため、プラグインホールの平面視において被ロック解除部がプラグインホールの内
側に位置していても、ロック解除部で被ロック解除部を押圧することが可能となる。
【００３１】
　また、本発明によれば、前記隙間の周囲の部材には、前記隙間へ向けて傾斜するロック
解除ガイド部が形成されていることを特徴としている。
【００３２】
　このため、プラグイン装置の挿入時において位置が多少ずれたとしても、ロック解除部
の位置がガイドによって隙間まで矯正されることにより、スムーズに挿入することが可能
となる。
【００３３】
　また、本発明によれば、前記プラグイン装置には、分岐用の接触子と前記接触子のホル
ダとが設けられ、前記ホルダが前記ロック解除部および前記シャッタ開放部の少なくとも
一方の機能を有する、若しくは、前記接触子が前記ロック解除部および前記シャッタ開放
部の少なくとも一方の機能を有することを特徴としている。
さらに、本発明は、電気幹線を形成し少なくとも１つの導体を有するバスダクトのハウジ
ングに設けられたプラグインホールに対してプラグイン装置の接触子を挿入しつつ該導体
に接続する際のバスダクトプラグインホール保護構造において、前記バスダクトには、前
記プラグインホールを開閉可能に閉塞する扉部材と前記扉部材を閉塞方向へ付勢するバネ
部材と、が設けられ、前記プラグイン装置の前記接触子は、前記プラグインホールへ前記
プラグイン装置を近づける動作に応じ、前記扉部材を開方向へ動かす扉開放部としても機
能することを特徴としている。
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【００３４】
　このため、ロック解除部やシャッタ開放部（扉開放部）を別部材として形成する必要が
無いため、構造がシンプルとなり製造コストも安くなる。
　また、前記バスダクトは、前記ハウジング内に複数のバスダクト導体を有し、前記プラ
グイン装置には、前記バスダクトに取り付けられた際に複数の前記バスダクト導体に接触
する複数の接触子が突設され、前記バスダクトの前記プラグインホールは、複数の前記接
触子をまとめて挿通可能な大きさに形成されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、バスダクトのプラグインホールにおいて、作業者の感電等を防ぐため
の強固な保護とプラグイン時の施工性とを両立可能な保護構造を提供することができる。
【００３６】
　また、ハウジングの略凹形状の突出空間に対し、プラグインホールを閉塞することに関
わる部材の一部を収容することで、バスダクトの内部に収納されているバスダクト導体と
ハウジングとの間の空間絶縁距離や沿面距離等を極力阻害することなく、バスダクトのハ
ウジング内部にプラグインホールを閉塞することに関わる部材の一部を収納することがで
きる。すなわち、シャッタ部材等を設けることに起因して空間絶縁距離や沿面距離等を確
保するためにバスダクトが巨大化してしまうような事態を極力回避し得る。
【００３７】
　さらに、ロック部材を設けることで、例えば作業者が不用意にシャッタ部材に触れてし
まうような場合には、ロックが解除されないためシャッタ部材が開くことはなく、プラグ
インホールの保護がより一層強固なものとなる。その一方で、プラグインホールにプラグ
イン装置を近づけて挿入する際にシャッタ部材のロックが自動で解除されるため、施工性
を極力損なうことなく容易に挿入可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のバスダクトを示
す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が側面図である。
【図２】本発明の第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造及びバスダクトの
詳細を示す図であり、（ａ）がＡ－Ａの模式断面図であり、（ｂ）がＢ－Ｂの模式断面図
であり、（ｃ）がＣ－Ｃの模式断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホー
ルにプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）が
指示円Ｓ１部分の拡大図（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ１部分の拡大図（挿入中）、（ｄ
）が指示円Ｓ１部分の拡大図（挿入後）である。
【図４】本発明の第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造及びバスダクトの
詳細を示す図であり、（ａ）が模式断面図であり、（ｂ）がＤ－Ｄの模式断面図であり、
（ｃ）がＥ－Ｅの模式断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホー
ルにプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の拡大図、（ｂ
）が挿入中の拡大図、（ｃ）が挿入後の拡大図である。
【図６】本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造及びバスダクトの
詳細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）がＦ－Ｆの模式断面図であり、（ｃ
）がＧ－Ｇの模式断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のロック部材の詳
細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が正面図であり、（ｃ）が側面図であ
る。
【図８】本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のロック部材収納
部の詳細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が正面図であり、（ｃ）がＨ－
Ｈの模式断面図である。
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【図９】本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造におけるロック構
造の詳細を示す図であり、（ａ）がロック状態を示す図であり、（ｂ）がロック解除状態
を示す図である。
【図１０】本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造におけるシャッ
タ部材のロック状態の詳細を示す平面図である。
【図１１】本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホ
ールにプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）
が指示円Ｓ２部分の拡大図（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ２部分の拡大図（ロック解除）
、（ｄ）が指示円Ｓ２部分の拡大図（挿入後）である。
【図１２】本発明の第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造及びバスダクト
の詳細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）がＩ－Ｉの模式断面図であり、（
ｃ）がＪ－Ｊの模式断面図である。
【図１３】本発明の第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホ
ールにプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）
が指示円Ｓ３部分の拡大図（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ３部分の拡大図（ロック解除状
態）、（ｄ）が指示円Ｓ３部分の拡大図（挿入後）である。
【図１４】本発明の第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のバスダクトを
示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が側面図である。
【図１５】本発明の第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造及びバスダクト
（バスダクト接続部）の詳細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）がＫ－Ｋの
模式断面図であり、（ｃ）がＬ－Ｌの模式断面図である。
【図１６】本発明の第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホ
ールにプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）
が指示円Ｓ４部分の拡大図（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ４部分の拡大図（ロック解除状
態）、（ｄ）が指示円Ｓ４部分の拡大図（挿入後）である。
【図１７】本発明の変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造及びバスダクトの詳
細を示す図であり、（ａ）が模式断面図であり、（ｂ）がＭ－Ｍの模式断面図であり、（
ｃ）がＮ－Ｎの模式断面図である。
【図１８】本発明の変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホール
にプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）が挿
入中の図、（ｃ）が挿入後の図である。
【図１９】本発明の変形例２のバスダクトプラグインホール保護構造及びバスダクトの詳
細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）がＯ－Ｏの模式断面図であり、（ｃ）
がＰ－Ｐの模式断面図である。
【図２０】本発明の他の実施形態のロック部材の詳細を示す図であり、（ａ）が平面図で
あり、（ｂ）が正面図であり、（ｃ）が側面図である。
【図２１】本発明の他の実施形態のロック部材とロックバネ部材の動きの説明に用いる模
式図であり、（ａ）がロックバネ部材圧縮前の図であり、（ｂ）がロックバネ部材圧縮後
の図である。
【図２２】本発明の他の実施形態（変形例３）のロック部材の詳細を示す斜視図である。
【図２３】本発明の変形例３のシャッタ部材の詳細を示す斜視図であり、（ａ）がシャッ
タ閉塞状態の上方斜視図であり、（ｂ）がシャッタ閉塞状態の下方斜視図であり、（ｃ）
がシャッタ開放態の上方斜視図であり、（ｄ）がシャッタ開放状態の下方斜視図ある。
【図２４】本発明の変形例３のプラグイン装置を挿入する過程を示す斜視図であり、（ａ
）が挿入前の図、（ｂ）が挿入中の図である。
【図２５】本発明の変形例４のバスダクトプラグインホール保護構造の模式断面図である
。
【図２６】本発明の変形例４のバスダクトプラグインホール保護構造のシャッタ部材の詳
細を示す図であり、（ａ）がシャッタ閉塞時の平面図であり、（ｂ）がシャッタ閉塞時の
側面図であり、（ｃ）がシャッタ閉塞時の底面図であり、（ｄ）がシャッタ開放時の平面
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図であり、（ｅ）がシャッタ開放時の側面図であり、（ｆ）がシャッタ開放時の底面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明のバスダクトプラグインホール保護構造について図面に基づいて説明する
。尚、本発明は、以下で説明する各実施形態に限定されるものではなく、それぞれ実施形
態を部分的に組み合わせる、不要箇所を削除するなど、本発明の要旨の範囲内で適用可能
である。
【００４０】
《第１実施形態》
　先ず、本発明の第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造について、図１乃
至図３を用いて説明する。尚、図１は、本発明の第１実施形態のバスダクトプラグインホ
ール保護構造のバスダクトを示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が側面図であ
る。また、図２は、本発明の第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造及びバ
スダクトの詳細を示す図であり、（ａ）がＡ－Ａの模式断面図であり、（ｂ）がＢ－Ｂの
模式断面図であり、（ｃ）がＣ－Ｃの模式断面図である。また、図３は、本発明の第１実
施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホールにプラグイン装置を挿
入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）が指示円Ｓ１部分の拡大図
（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ１部分の拡大図（挿入中）、（ｄ）が指示円Ｓ１部分の拡
大図（挿入後）である。
【００４１】
　第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１は、例えば空気層によって絶縁
された空気絶縁型の複数（この場合、一例としてＲＳＴ三相＋中性相の四本）のバスダク
ト導体２をハウジング１１内部に収容したバスダクト１０と、バスダクト１０の各バスダ
クト導体２それぞれに対応する複数（この場合、一例として四個）の接触子２１を有する
プラグイン装置２０を具えている（図３参照）。そして、バスダクト１０に設けられたプ
ラグインホール１２に対してプラグイン装置２０の接触子２１が挿入（プラグイン）され
てバスダクト導体２と接続されることにより、電気幹線の主幹としてのバスダクト１０に
対してプラグイン装置２０が電気的に接続されるようになっている。以下、第１実施形態
のバスダクトプラグインホール保護構造１の詳細を説明していく。
【００４２】
　先ず、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１を構成するバスダクト１
０について説明する。図１及び図２に示すように、バスダクト１０は、空気層によって絶
縁された空気絶縁型の四本のバスダクト導体２が、図示しない絶縁ホルダによって支持さ
れてハウジング１１の内部に配置されている。ハウジング１１は、全体として断面視で中
空の略直方体形状（すなわち略ロ字形状）であり、一対のハウジング半体を組み合わせて
形成されている。尚、バスダクト１０の絶縁は空気絶縁型だけに限らず、絶縁性のシート
で覆うことで絶縁する絶縁被覆型のものでも良い。
【００４３】
　一対のハウジング半体は、断面視で下側に開放した略コ字形状の上側ハウジング半体１
１ａと、断面視で上側に開放した略コ字形状の下側ハウジング半体１１ｂとからなる。こ
れら上側ハウジング半体１１ａおよび下側ハウジング半体１１ｂには、その両側壁を、断
面視で内方から外方に略凸形状に突出変形させることで形成された突出部としての補強部
１４がバスダクト１０の長手方向に沿って設けられ、電気幹線を形成するバスダクト１０
全体の強度を向上するようになされている。
【００４４】
　また、下側ハウジング半体１１ｂは、その幅（側壁同士の間隔）が上側ハウジング半体
１１ａの幅よりも僅かに狭く形成されている。これにより、下側ハウジング半体１１ｂの
開放端を上にして配置し、その上から上側ハウジング反対１１ａの開放端を覆い被せると
、側壁の補強部１４同士が嵌合することになり、側壁の嵌合部分をビス留め等して固定す
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ることでハウジング１１が組み立てられるようになされている。そして、組み立て後のハ
ウジング１１における両側壁の補強部１４の内側には、側壁を略凸形状に突出変形させる
ことに伴い、略凹形状の突出空間としての補強空間１５（上から順に１５ａ・１５ｂ・１
５ｃ）が形成される。
【００４５】
　上側ハウジング半体１１ａは、図１に示すように、その上面にプラグインホール１２が
所定間隔で複数形成されており、上側ハウジング半体１１ａの内側に配置されたシャッタ
部材１３によって閉塞されている。尚、ここでは一例として、プラグインホール１２を上
側ハウジング半体１１ａに複数形成するようにした場合について述べるが、プラグインホ
ール１２が形成されるのは下側ハウジング半体１１ｂでも良いし、上側ハウジング半体１
１ａと下側ハウジング半体１１ｂの両方でも良く、その数や配置も特に限定しない。
【００４６】
　プラグインホール１２を閉塞する扉部材あるいは開閉部材としてのシャッタ部材１３は
、図２に示すように、プラグインホール１２をバスダクト１０の長手方向に二分して閉塞
するかのようにしてお互いに対向して配置された一対の第１シャッタ部材１３ａ及び第２
シャッタ部材１３ｂとからなり、これら第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１
３ｂのそれぞれに、両側壁の補強空間１５ａ同士の間を架け渡せる長さの閉塞部１３ｃが
形成されている。また、この閉塞部１３ｃの両端側には、補強空間１５ａの高さよりも僅
かに低いスライド部１３ｄが形成されている。すなわち、これら第１シャッタ部材１３ａ
及び第２シャッタ部材１３ｂは、ハウジング１１の両側壁の補強空間１５ａ・１５ａに閉
塞部１３ｃが架け渡されると、補強空間１５ａの内部に位置決めされると共に、スライド
部１３ｄがスライド可能な状態で補強空間１５ａ内に収納されるようになされている。こ
れにより、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、プラグインホール１
２を両開き式にスライド開閉できるようになされている。
【００４７】
　このように、第１実施形態のシャッタ部材１３がスライド開閉式であるため、例えば作
業者が不用意にシャッタ部材１３に触れてしまうような場合に、プラグインホール１２に
直交する方向の力が加えられてもシャッタ部材１３が開くことはなく、その分、プラグイ
ンホール１２の保護が強固なものとなる。また、シャッタ部材１３が第１シャッタ部材１
３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂからなる両開きのスライド開閉式であるため、一方のシ
ャッタ部材が開く方向の力が加えられても他方のシャッタ部材が開くことはなく、つまり
は、例えば作業者が不用意にシャッタ部材に触れてしまうような場合に、第１シャッタ部
材１３ａと第２シャッタ部材１３ｂの両方が一度に開いてしまう危険性を極力回避でき、
その分、プラグインホール１２の保護が強固なものとなる。
【００４８】
　また、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂには、プラグインホール１
２の閉塞時に相互に接触する閉塞部１３ｃの端辺の全域に亘って、プラグインホール１２
の外方から内方に向けて傾斜するシャッタ開放ガイド部１３ｅが設けられている。このシ
ャッタ開放ガイド部１３ｅに対し、後述するプラグイン装置２０のシャッタ開放部（扉開
放部）が押し当てられることによって、プラグイン装置２０を挿入する方向の動きが第１
シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂを開放方向にスライドさせる動きに変換
されるようになされている。尚、シャッタ開放ガイド部１３ｅは、プラグインホール１２
の閉塞時に相互に接触する閉塞部１３ｃの端辺のうち、少なくとも後述するシャッタ開放
部が接触する部分に形成されていれば良い。
【００４９】
　さらに、これら第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、螺旋（コイル
）状のバネ部材１６によって相互に連結されている。具体的には、第１シャッタ部材１３
ａのスライド部１３ｄの近傍で閉塞部１３ｃにおける第２シャッタ部材１３ｂの反対側の
位置にバネ係止部１３ｆが設けられており、また、第２シャッタ部材１３ｂの両側のスラ
イド部１３ｄの近傍で閉塞部１３ｃにおける第１シャッタ部材１３ａの反対側の位置に、
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バネ係止部１３ｆが設けられている。そして、第１シャッタ部材１３ａのバネ係止部１３
ｆと第２シャッタ部材１３ｂのバネ係止部１３ｆとを連結するようにして、バネ部材１６
が係止されている。
【００５０】
　これにより、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、バネ部材１６に
よって相互に引き付けられるため、相互に近づく方向、すなわちプラグインホール１２を
閉塞する方向にお互いが付勢されるようになっている。このとき、一つのバネ部材１６で
第１シャッタ部材１３ａと第２シャッタ部材１３ｂの両方を付勢しているため、それぞれ
にバネ部材を別個に設ける場合よりもバネ部材の数が半分になり、その分だけ構造が簡単
で部品数も少なくコストがかからなくて済む。
【００５１】
　また、第１シャッタ部材１３ａの一方の端と第２シャッタ部材１３ｂの一方の端がバネ
部材１６によって連結されると共に、第１シャッタ部材１３ａの他方の端と第２シャッタ
部材１３ｂの他方の端がバネ部材１６によって連結されるため、これら第１シャッタ部材
１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂと二本のバネ部材１６とがユニット化された状態とな
る（図２（ｂ））。すなわち、ハウジング１１の組み立て時において、このユニット化さ
れた第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂと二本のバネ部材１６を取り付
けるだけで済むことになるため、個々の部材を別個に取り付ける場合に比べて組み立て作
業が容易になるという利点がある。
【００５２】
　ここで、補強空間１５ａには、上側ハウジング半体１１ａの外側から上板を貫通するよ
うにして、ボルトやビスを締結したりリベット等を打ち込むことにより、第１シャッタ部
材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂの移動を規制する規制部１７が設けられている。こ
の規制部１７は、例えば、プラグインホール１２のバスダクト１０の長手方向における略
中央に設けられることにより、第１シャッタ部材１３ａが規制部１７を越えて第２シャッ
タ部材１３ｂ側へ移動することを規制すると共に、第２シャッタ部材１３ｂが規制部１７
を越えて第１シャッタ部材１３ａ側へ移動することを規制するようになされている。尚、
この規制部１７は、第１シャッタ部材１３ａ用と第２シャッタ部材１３ｂ用とに別に設け
ても良い。
【００５３】
　これにより、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１のようにバネ部材
１６がバスダクト１０のハウジング１１に固定されていない状態においても、第１シャッ
タ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂが所定位置を越えて移動してしまうような事態
、すなわち第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂがずれてプラグインホー
ル１２が不用意に開放されてしまうような事態を、規制部１７を補強空間１５ａに設ける
という簡易な構造だけで容易に回避できる。
【００５４】
　このように、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１のバスダクト１０
は形成されており、プラグインホール２を閉塞するシャッタ部材１３（第１シャッタ部材
１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂ）と、シャッタ部材１３を閉塞方向に付勢するバネ部
材１６とを別部材によって形成しているため、シャッタ部材１３の強度とバネ部材１６の
強度とを別個に設定することができる。すなわち、本発明によれば、プラグイン装置２０
のプラグイン時の施工性を悪化させることなく強固な保護構造を提供することができるた
め、作業者の感電等を防ぐための強固な保護とプラグイン時の施工性とを両立可能な保護
構造を提供することができる。
【００５５】
　また、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１のバスダクト１０におい
て、断面視略ロ字形状のハウジング１１には、断面視で内方から外方に略凸形状に突出す
る突出部としての補強部１４が形成されており、シャッタ部材１３を構成する部材の一部
とバネ部材１６と規制部１７とが（すなわち、プラグインホールを閉塞することに関わる
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部材の一部が）、補強部１４の内側の略凹形状の突出空間としての補強空間１５ａに配置
されている。このため、バスダクト１０の内部に収納されているバスダクト導体２とハウ
ジング１１との間の空間絶縁距離や沿面距離等を極力阻害することなく、シャッタ部材１
３の一部やバネ部材１６といったプラグインホールを閉塞することに関わる部材の一部を
ハウジング１１の内部に収納することができる。すなわち、シャッタ部材１３等のプラグ
インホールを閉塞することに関わる部材を設けることに起因して空間絶縁距離や沿面距離
等を確保するためにバスダクト１０が巨大化してしまうような事態を極力回避し得る。
【００５６】
　次に、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１を構成するプラグイン装
置２０について説明する。プラグイン装置２０は、図３に示すように、遮断器等（図示せ
ず）を内部に収納した箱形状の本体部２２と、バスダクト１０の各バスダクト導体２それ
ぞれに対応して本体部２２から突設された複数（この場合、一例として四個）のクリップ
状の接触子２１と、この接触子２１を支持すると共に保護するための絶縁樹脂製の絶縁ホ
ルダ２３と、シャッタ部材１３を開放するためのシャッタ開放部２４とを有している。
【００５７】
　ここで、絶縁ホルダ２３は、プラグイン時にバスダクト導体２を受け入れる溝２３ａが
バスダクト１０のバスダクト導体２の位置に合わせて複数個並べて形成され、この溝２３
ａに接触子２１が配置されるようになされている。また、絶縁ホルダ２３は、全体として
略直方体形状をしており、底面視においてプラグインホール１２よりも僅かに小さい略相
似形状に形成されている。
【００５８】
　シャッタ開放部２４は、絶縁ホルダ２３の両側の側壁２３ｂに沿って設けられ、側壁２
３ｂと同じ幅、あるいは側壁２３ｂよりも幅広に形成されている。これにより、プラグイ
ン挿入時、シャッタ開放部２４によって第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１
３ｂを開放する際、絶縁ホルダ２３に第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３
ｂが引っかかることなく挿入することができる。尚、シャッタ開放部２４を主として、各
部材を導電性の部材で形成することで、このシャッタ開放部２４を介してバスダクト１０
とプラグイン装置２０とをアース接続することも可能である。また、シャッタ開放部２４
には、絶縁ホルダ２３よりも下方に突出する左右対称で略二等辺三角形状の開放片２４ａ
が形成されている。この開放片２４ａは、絶縁ホルダ２３側に僅かに屈曲形成されている
。これにより、プラグイン挿入時、シャッタ開放部２４の開放片２４ａがプラグインホー
ル１２に挿入し易くなる。
【００５９】
　このように、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１のプラグイン装置
２０は形成されており、シャッタ開放部２４が設けられている点に特徴がある。
【００６０】
　以下、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１において、プラグインホ
ール１２に対してプラグイン装置２０を挿入する際の動作について図３を用いて説明する
。
【００６１】
　図３（ａ）及び（ｂ）は、バスダクト１０のプラグインホール１２に対してプラグイン
装置２０を挿入する前の状態を示す図であり、シャッタ開放部２４の略二等辺三角形状の
開放片２４ａの先端が、第１シャッタ部材１３ａのシャッタ開放ガイド部１３ｅと第２シ
ャッタ部材１３ｂのシャッタ開放ガイド部１３ｅとが接する部分の略直上に位置するよう
にプラグイン装置２０が配置されている。
【００６２】
　図３（ｃ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置２０を近づけて挿入する
動作が開始された状態を示す図であり、シャッタ開放部２４の略二等辺三角形状の開放片
２４ａの先端が第１シャッタ部材１３ａのシャッタ開放ガイド部１３ｅと第２シャッタ部
材１３ｂのシャッタ開放ガイド部１３ｅとに接触し、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シ
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ャッタ部材１３ｂを相互に離間する方向にスライドさせている。すなわち、シャッタ開放
ガイド部１３ｅに対してシャッタ開放部２４の略三角形状の開放片２４ａが押し当てられ
ることによって、プラグイン装置２０を近づけて挿入する方向の動作が第１シャッタ部材
１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂを開放方向にスライドさせる動作に変換されており、
その力がバネ部材１６の付勢力を越えたときに、プラグインホール１２が開放されていく
ようになされている。
【００６３】
　図３（ｄ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置２０を挿入する動作が完
了した状態を示す図であり、シャッタ開放部２４の略二等辺三角形状の開放片２４ａによ
って第１シャッタ部材１３ａと第２シャッタ部材１３ｂとが開放され、絶縁ホルダ２３と
この絶縁ホルダ２３に保護された接触子２１とがプラグインホール１２の内部に挿入され
ている。その結果、クリップ状の各接触子２１が対応するバスダクト導体２を挟持するこ
とになり、バスダクト１０とプラグイン装置２０との電気的接続が達成される。
【００６４】
　尚、絶縁ホルダ２３の正面側の略中央には誤挿入防止リブ２３ｃが形成されている（図
３（ａ）参照）。また、プラグインホール１２の縁には、プラグイン時にこの誤挿入防止
リブ２３ｃを通過させるための誤挿入防止切欠１２ａが形成されている（図１（ａ）及び
図２（ｂ）参照）。これにより、バスダクトプラグインホール保護構造１では、プラグイ
ン時において、プラグインホール１２の誤挿入防止切欠１２ａを通過する方向以外のプラ
グイン装置２０の挿入が絶縁ホルダ２３の誤挿入防止リブ２３ｃにより防止される。
【００６５】
　このように、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１は、バスダクト１
０のプラグインホール１２に対してプラグイン装置２０を挿入する（近づける）動作によ
り、図３（ｂ）→（ｃ）→（ｄ）のように、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部
材１３ｂが自動で開放されるようになされている。
【００６６】
　また、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１において、プラグインホ
ール１２からプラグイン装置２０を引き抜く際のシャッタ部材１３の動作については、第
１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂがバネ部材１６によってプラグインホ
ール１２の閉塞方向に常に付勢されているため、単純に挿入時とは逆の動作となり、図３
（ｄ）→（ｃ）→（ｂ）のように、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂ
が自動で閉塞されるようになされている。
【００６７】
　以上説明したように、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１は、プラ
グイン装置２０の未接続時にはシャッタ部材１３でプラグインホール１２を閉塞し、バス
ダクト１０のプラグインホール１２に対するプラグイン装置２０の着脱の際にはその動作
に応じてシャッタ部材１３が自動で開閉されるようになされており、作業者の感電等を防
ぐための強固な保護とプラグイン時の施工性との両方を提供できる。
【００６８】
《第２実施形態》
　次に、本発明の第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００について、
図４及び図５を用いて説明する。尚、図４は、本発明の第２実施形態のバスダクトプラグ
インホール保護構造及びバスダクトの詳細を示す図であり、（ａ）が模式断面図であり、
（ｂ）がＤ－Ｄの模式断面図であり、（ｃ）がＥ－Ｅの模式断面図である。また、図５は
、本発明の第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホールにプ
ラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の拡大図、（ｂ）が挿
入中の拡大図、（ｃ）が挿入後の拡大図である。
【００６９】
　尚、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００は、シャッタ部材及び
バネ部材の構造が、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１とは異なる。
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よって、この第２実施形態では、説明の便宜上、第１実施形態と同様の構成又は相当する
部分となるものには同じ符号を付すと共に、第１実施形態と異なる部分（すなわちシャッ
タ部材及びバネ部材の構造）を詳細に説明し、同様の構成の部分については説明を省略す
る。
【００７０】
　第２実施形態のシャッタ部材１３は、図４に示すように、第１実施形態と同様にプラグ
インホール１２を両開き式にスライド開閉可能な一対の第１シャッタ部材１３ａ及び第２
シャッタ部材１３ｂとからなり、螺旋（コイル）状のバネ部材１１６と例えばボルトおよ
びナットからなる連結部材１８とによって相互に連結されている。
【００７１】
　具体的には、第１シャッタ部材１３ａのスライド部１３ｄにおける第２シャッタ部材１
３ｂ側の位置に、スライド部１３ｄを内側に屈曲延設するようにしてバネ止部１１３ｆが
設けられており、また、第２シャッタ部材１３ｂのスライド部１３ｄにおける第１シャッ
タ部材１３ａ側の位置に、スライド部１３ｄを内側に屈曲延設するようにしてバネ止部１
１３ｆが設けられている。また、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂそ
れぞれのバネ止部１１３ｆには、連結部材１８を挿通可能であると共にバネ部材１１６を
挿通不可能な大きさの挿通孔１１３ｇが設けられている。
【００７２】
　そして、第１シャッタ部材１３ａの挿通孔１１３ｇと第２シャッタ部材１３ｂの挿通孔
１１３ｇとを連結するように連結部材１８が挿通され、第１シャッタ部材１３ａのバネ止
部１１３ｆと連結部材１８の一方の端部１８ａとの間に一本目のバネ部材１１６が収まる
ように、この螺旋状のバネ部材１１６に連結部材１８が挿通されており、同様に、第２シ
ャッタ部材１３ｂのバネ止部１１３ｆと連結部材１８の他方の端部１８ｂとの間に二本目
のバネ部材１１６が収まるように、この螺旋状のバネ部材１１６に連結部材１８が挿通さ
れている。
【００７３】
　その結果、第１シャッタ部材１３ａ側のバネ部材１１６は、その一端側で連結部材１８
の一方の端部１８ａを押圧すると共に他端側でバネ止部１１３ｆを押圧するようになされ
ている。同様に、第２シャッタ部材１３ａ側のバネ部材１１６は、その他端側で連結部材
１８の他方の端部１８ｂを押圧すると共に一端側でバネ止部１１３ｆを押圧するようにな
されている。
【００７４】
　このようにして、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００において
、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、バネ部材１１６によって相互
に近づく方向、すなわちプラグインホール１２を閉塞する方向にお互いが付勢されるよう
になっている。その結果、この第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１０
０においても、上述した第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１と同様の
効果を得ることができる。
【００７５】
　一方で、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００において、バネ部
材１１６が第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂのそれぞれに別個に設け
られ、螺旋状のバネ部材１１６の中に連結部材１８が挿通されている点が、第１実施形態
のバスダクトプラグインホール保護構造１の第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部
材１３ｂとは異なる。
【００７６】
　これにより、仮に、何らかの原因によってバネ部材１１６が断線した場合であっても、
バネ部材１１６が連結部材１８に挿通されているため、断線したバネ部材１１６が垂下し
て、バスダクト導体２とハウジング１１との間の空間絶縁距離や沿面距離等を阻害したり
、バスダクト導体２と短絡してしまったりといった事態が発生することを回避できるよう
になされている。
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【００７７】
　また、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００においても、シャッ
タ部材１３を構成する部材の一部とバネ部材１１６と規制部１７と連結部材１８、すなわ
ちプラグインホール１２を閉塞することに関わる部材の一部が、補強部１４の内側の略凹
形状の補強空間１５（この場合、特に補強部１５ａ）に配置されている。このため、バス
ダクト１０の内部に収納されているバスダクト導体２とハウジング１１との間の空間絶縁
距離や沿面距離等を極力阻害することなく、プラグインホール１２を閉塞することに関わ
る部材の一部をハウジング１１の内に収納することができる。すなわち、第２実施形態の
バスダクトプラグインホール保護構造１００においても、第１実施形態と同様に、シャッ
タ部材１３を設けることに起因して空間絶縁距離や沿面距離等を確保するためにバスダク
ト１０が巨大化してしまうような事態を極力回避し得る。
【００７８】
　以下、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００において、プラグイ
ンホール１２に対してプラグイン装置２０を近づけて挿入する際のシャッタ部材１３の動
作について図５を用いて説明する。
【００７９】
　図５（ａ）は、バスダクト１０のプラグインホール１２に対してプラグイン装置２０の
接触子２１を近づけて挿入する直前の状態を示す図であり、シャッタ開放部２４の略二等
辺三角形状の開放片２４ａの先端が、第１シャッタ部材１３ａのシャッタ開放ガイド部１
３ｅと第２シャッタ部材１３ｂのシャッタ開放ガイド部１３ｅとが接する部分の略直上に
位置するようにプラグイン装置２０が配置されている。
【００８０】
　図５（ｂ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置２０を近づけて挿入する
動作が開始された状態を示す図であり、シャッタ開放部２４の略二等辺三角形状の開放片
２４ａの先端が第１シャッタ部材１３ａのシャッタ開放ガイド部１３ｅと第２シャッタ部
材１３ｂのシャッタ開放ガイド部１３ｅとに接触し、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シ
ャッタ部材１３ｂが相互に離間する方向にスライドさせている。すなわち、シャッタ開放
ガイド部１３ｅに対してシャッタ開放部２４の略三角形状の開放片２４ａが押し当てられ
ることによって、プラグイン装置２０を挿入する方向の動作が第１シャッタ部材１３ａ及
び第２シャッタ部材１３ｂを開放方向にスライドさせる動作に変換されており、その力が
バネ部材１１６の付勢力を越えたときに、プラグインホール１２が開放されていくように
なされている。
【００８１】
　図５（ｃ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置２０を挿入する動作が完
了した状態を示す図であり、シャッタ開放部２４の略二等辺三角形状の開放片２４ａによ
って第１シャッタ部材１３ａと第２シャッタ部材１３ｂとが開放され、絶縁ホルダ２３と
この絶縁ホルダ２３に保護された接触子２１とがプラグインホール１２の内部に挿入され
ている。その結果、クリップ状の各接触子２１が対応するバスダクト導体２を挟持するこ
とになり、バスダクト１０とプラグイン装置２０との電気的接続が達成される。
【００８２】
　このように、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００も、第１実施
形態のバスダクトプラグインホール保護構造１と同様に、バスダクト１０のプラグインホ
ール１２に対するプラグイン装置２０の挿入動作により、図５（ａ）→（ｂ）→（ｃ）の
ように、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂが自動で開放されるように
なされている。
【００８３】
　また、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００において、プラグイ
ンホール１２からプラグイン装置２０を引き抜く際のシャッタ部材１３の動作についても
、第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１と同様に、第１シャッタ部材１
３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂがバネ部材１１６によってプラグインホール１２の閉塞
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方向に常に付勢されているため、単純に挿入時とは逆の動作となり、図５（ｃ）→（ｂ）
→（ａ）のように、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂが自動で閉塞さ
れるようになされている。
【００８４】
　以上説明したように、第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１００も、
プラグイン装置２０の未接続時にはシャッタ部材１３でプラグインホール１２を閉塞し、
バスダクト１０のプラグインホール１２に対するプラグイン装置２０の着脱の際にはその
動作に応じてシャッタ部材１３が自動で開閉されるようになされており、作業者の感電等
を防ぐための強固な保護とプラグイン時の施工性との両方を提供できる。
【００８５】
《第３実施形態》
次に、本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００について、図
６乃至図１１を用いて説明する。尚、図６は、本発明の第３実施形態のバスダクトプラグ
インホール保護構造及びバスダクトの詳細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ
）がＦ－Ｆの模式断面図であり、（ｃ）がＧ－Ｇの模式断面図である。図７は、本発明の
第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のロック部材の詳細を示す図であり
、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が正面図であり、（ｃ）が側面図である。また、図８は
、本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のロック部材収納部の詳
細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が正面図であり、（ｃ）がＨ－Ｈの模
式断面図である。また、図９は、本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保
護構造におけるロック構造の詳細を示す図であり、（ａ）がロック状態を示す図であり、
（ｂ）がロック解除状態を示す図である。尚、この図９においては、構成が判り易くなる
ようロック部材３０を特に斜線で示している。また、図１０は、本発明の第３実施形態の
バスダクトプラグインホール保護構造におけるシャッタ部材のロック状態の詳細を示す平
面図である。また、図１１は、本発明の第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護
構造のプラグインホールにプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が
挿入前の図、（ｂ）が指示円Ｓ２部分の拡大図（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ２部分の拡
大図（ロック解除）、（ｄ）が指示円Ｓ２部分の拡大図（挿入後）である。
【００８６】
　尚、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００は、シャッタ部材（扉
部材あるいは開閉部材）の開閉機構が第１実施形態及び第２実施形態とは異なる上、ロッ
ク機構およびロック解除機構も有する。よって、この第３実施形態では、説明の便宜上、
第１実施形態及び第２実施形態と同様の構成又は相当する部分となるものには同じ符号を
付すと共に、第１実施形態及び第２実施形態と異なる部分（すなわちシャッタ部材の構造
とロック機構およびロック解除機構）を詳細に説明し、同様の構成の部分については説明
を省略する。
【００８７】
　先ず、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００のシャッタ部材２１
３は、図６に示すように、プラグインホール１２をバスダクト１０の長手方向に二分する
かのようにしてお互いに対向して配置された一対の第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シ
ャッタ部材２１３ｂと、これらシャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂを囲
うように設けられた枠体２１３ｈを有しており、全体としてユニット化され、バスダクト
１０の上側ハウジング半体１１ａの外側からプラグインホール１２に嵌合されている。
【００８８】
　第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂのそれぞれは、枠体２１３ｈ
によって囲まれた領域（以下、これも便宜的にプラグインホール１２とする）を閉塞した
際に上面に位置する閉塞部２１３ｃと、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材
２１３ｂをプラグインホール１２に対して観音開きするように回動可能に保持させるため
の一対の円柱状の回動軸２１３ｉとを有している（図６及び図１１参照）。
【００８９】
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　また、枠体２１３ｈの内壁には、これら回動軸２１３ｉに対応する位置に、回動軸２１
３ｉよりも僅かに径が大きい円柱状の回動穴（図示せず）が形成されている。これにより
、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂは、回動軸２１３ｉが枠体２
１３ｈの回動穴に回動可能な状態で保持され、プラグインホール１２を観音開き式に開閉
できるようになされている。尚、この回動式（この場合両開きなので観音開き式）の開閉
は、ヒンジ部材を別途取り付けるものでも、薄肉部を形成することによるものでも、どん
な構造でもよい。
【００９０】
　また、閉塞部２１３ｃは、回動軸２１３ｉ側から先端側にかけての中程で厚みが１／２
程度に薄くなり、先端側で更に１／２程度に薄くなるように形成されている。そして、閉
塞部２１３ｃの先端側において厚みが変化する部分に、第１及び第２実施形態のシャッタ
開放ガイド部１３ｅに相当するシャッタ開放ガイド部２１３ｅが設けられている。
【００９１】
　また、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの閉塞部２１３ｃにお
いて、厚み１／２程度になっている部分の上部には、枠体２１３ｈの内壁上端からシャッ
タ係止部２１３ｊが延設されている（図６参照）。これにより、第１シャッタ部材２１３
ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂは、プラグインホール１２を閉塞した状態よりもハウジ
ング１１の内側方向には回動して開くことができるものの、プラグインホール１２を閉塞
した状態よりもハウジング１１の外側方向には開くことができないようになされている。
尚、プラグインホール１２を閉塞した状態よりもハウジング１１の外側方向に第１シャッ
タ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂを開けないように係止できるのであれば、
シャッタ係止部２１３ｊを設ける位置や大きさ、個数については適宜である。
【００９２】
　さらに、第１シャッタ部材２１３ａの回動軸２１３ｉには、螺旋（コイル）状のバネ部
材２１６が挿通され、その一端が第１シャッタ部材２１３ａの裏面に係止されると共に、
その他端が枠体２１３ｈの内壁に係止されるようになされている。また、第２シャッタ部
材２１３ｂの回動軸２１３ｉについても、同様にバネ部材２１６は挿通されてその一端が
第２シャッタ部材２１３ｂの裏面に係止されると共に、その他端が枠体２１３ｈの内壁に
係止されるようになされている。
【００９３】
　これにより、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００のシャッタ部
材２１３は、第１シャッタ部材２１３ａおよび第２シャッタ部材２１３ｂのそれぞれを、
ハウジング１１の内側から外側へ回動するように付勢している。
【００９４】
　これにより、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂは、プラグイン
装置が接続されていない状態においてプラグインホール１２を常に閉塞し続けるようにな
されており、また、バネ部材２１６の付勢力を越える力でプラグイン装置が挿入されると
プラグインホール１２を開放し、そして、接続されていたプラグイン装置を引き抜く際に
は、自動でプラグインホール１２を閉塞するようになされている。
【００９５】
　次に、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００における、シャッタ
部材２１３のロック機構について説明する。このロック機構は、ロック状態において第１
シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが観音開き式に回動してプラグイン
ホール１２を開放しないようにしつつ、ロックが解除された場合には開放できるようにす
るためのものであり、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが閉塞状
態において突き合わされている端辺の端部近傍に設けられ（図６の指示円Ｓ２の部分）、
図７乃至図１０に示すように、ロック部材３０を、シャッタ部材２１３の枠体２１３ｈに
穿たれたロック部材収納部４０に対してスライド可能な状態に設けることによって実現さ
れる。
【００９６】
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　具体的には、ロック部材３０は、図７に示すように、平板状で平面視略方形のロック基
部３１と、ロック基部３１の上面の略中央付近から上方に略四角柱状に突出したロック頭
部３２とを有している。一方、ロック部材収納部４０は、図８に示すように、シャッタ部
材２１３の枠体２１３ｈの内部に形成され、ロック部材３０の正面図と略同形状でこのロ
ック部材３０を挿入可能な正面側開口４１と、挿入されたロック部材３０をスライド可能
に収納するスライド室４２と、挿入されたロック部材３０が所定位置より正面側開口４１
側にスライドしないように保持し続けるための係止部４３と、挿入されたロック部材３０
のロック頭部３２の上面を上方に露出するための上面側開口４４と、挿入されたロック部
材３０を正面側開口４１の方に付勢する板バネ形状のロックバネ部材５０（図９参照）を
収納するためのバネ保持室４５とを備えている。
【００９７】
　尚、ロック部材３０及びロック部材収納部４０は、シャッタ部材２１３の枠体２１３ｈ
に穿設されたロック部材収納部４０にロック部材３０がスライド可能な状態で設置できる
のであれば、各部位の形状や大きさは適宜である。
【００９８】
　そして、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００のロック機構は、
ロック部材収納部４０のバネ保持室４５にロックバネ部材５０が下の開口からセットされ
た状態で正面側開口４１からロック部材３０が挿入されると、図９（ａ）に示すように、
ロックバネ部材５０の付勢力によってロック部材３０が係止部４３に押し付けられた状態
となる。この状態において、ロック基部３１の一部が枠体２１３ｈの内壁からプラグイン
ホール１２側に突出するようになされており（以下、ここを突出部分３３とする）、図１
０に示すように、この突出部分３３が、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材
２１３ｂが閉塞状態において突き合わされている端辺の端部の下側に配置されることで、
第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂがハウジング１１の内側方向に
回動して開くことを係止（すなわちロック）するようになされている。すなわちこれがロ
ック状態である。
【００９９】
　一方、第３実施形態のバスタクトプラグインホール保護構造２００のロック機構は、ロ
ック基部３１の突出部分３３がロックバネ部材５０の付勢力を越える力で枠体２１３ｈ側
に押されると、図９（ｂ）に示すように、ロック部材３０がスライド室４２をスライドし
てロック部材収納部４０の奥に移動し、突出部分３３がロック部材収納部４０に収納され
た状態となる。この状態において、図示しない第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッ
タ部材２１３ｂがハウジング１１の内側方向に観音開き式に回動して開くことができるよ
うになる。すなわちロック解除状態となる。
【０１００】
　このようにして、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、第
１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂがハウジング１１の内側方向に回
動して開くことをロックしたり解除したり（すなわち、ロックのＯＮ／ＯＦＦ）できるよ
うになされている。尚、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂは、補
強部として図示しないリブを形成したり補強部材を貼り付けて強度を向上してもよい。特
に、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂそれぞれの長手方向に沿っ
て補強部を設けることで、例えば指による不測の押圧によって第１シャッタ部材２１３ａ
及び第２シャッタ部材２１３ｂが反ってしまうことを抑えることができる、すなわち、第
１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが反ってロック部材３０による係
止が外れてロックが解除されてしまうような事態を極力回避できる。
【０１０１】
　次に、第３実施形態のバスタクトプラグインホール保護構造２００における、ロック解
除機構について説明する。このロック解除機構に関し、まず、第３実施形態のバスダクト
プラグインホール保護構造２００を構成するプラグイン装置２２０について、第１実施形
態及び第２実施形態のプラグイン装置２０とは異なる部分を説明する。
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【０１０２】
　プラグイン装置２２０は、図１１に示すように、絶縁ホルダ２３と一体に成形されたシ
ャッタ開放部２２４が、絶縁ホルダ２３の両側の側壁２３ｂから下方に延設するように設
けられており、絶縁ホルダ２３よりも下方に突出する略二等辺三角形状の開放片２２４ａ
が形成されている。この開放片２２４ａは、先端がより鋭角的に形成されており、第１シ
ャッタ部材２１３ａのシャッタ開放ガイド部２１３ｅと第２シャッタ部材２１３ｂのシャ
ッタ開放ガイド部２１３ｅとの間（図１０参照ｓ）に挿入し易いようになされている。
【０１０３】
　シャッタ開放部２２４の略中央付近からは、バスダクト１０の長手方向に幅狭で平板状
のロック解除部６０が、平面視で絶縁ホルダ２３の両側壁よりも外側の位置に下方に向け
て突設されている。さらに、ロック解除部６０は、下端にかけて先細りの略三角形状の解
除片６１が形成されていると共に、上端にかけても先細りの略三角形状の解除片６２が形
成されている。
【０１０４】
　一方で、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００において、シャッ
タ部材２１３には、図１０に示すように、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部
材２１３ｂが閉塞状態において突き合わされている部分の端部に、板状のロック解除部６
０が挿通可能なスリット２１３ｓが形成されている。このスリット２１３ｓは、第１シャ
ッタ部材２１３ａと第２シャッタ部材２１３ｂとが対向する端辺の両角がそれぞれ矩形に
切り欠かれることにより形成された微小な隙間である。
【０１０５】
　そして、このスリット２１３ｓに対し、プラグイン装置２２０のロック解除部６０が挿
入されると、ロック部材３０の被ロック解除部としての突出部３３に対して解除片６１が
押し当てられることで、ロック解除部６０を挿入する方向の動作がロック基部３１の突出
部分３３を枠体２１３ｈ側に押し込む動作に変換され、これにより、ロック部材３０がロ
ック部材収納部４０に収納されて、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１
３ｂのロックが解除されるようになされている。
【０１０６】
　このようにして、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、第
１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂのロックが、プラグイン装置２２
０を近づけて挿入することに伴って解除されるようになされている。
【０１０７】
　すなわち、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、ロック部
材３０が設けられて第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが開くこと
を防止する一方で、プラグインホール１２へプラグイン装置２２０を近づけて挿入する動
作に応じ、ロック部材３０によるロックを解除できるようになされている。これにより、
例えば作業者が不用意にシャッタ部材２１３に触れてしまうような場合には、ロックされ
ているためシャッタ部材が開くことはなく、プラグインホール１２の保護がより一層強固
なものとなる。その一方で、プラグインホール１２にプラグイン装置２２０を近づけて挿
入する際、シャッタ部材２１３のロックが自動で解除されるため、施工性に何ら影響する
ことなくスムーズな挿入が可能である。
【０１０８】
　また、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、ロック部材３
０のロック頭部３２の上面がロック部材収納部４０の上面側開口４４から、外部（上方）
へと露出しており、容易に視認できるようになっている。これにより、ロックされている
か否かが一目で判別でき、例えば、仮に何らかの要因によってロック部材に不具合があっ
て、ロックされているべき状況においてロックされていないような状態が生じたとしても
、シャッタ部材を押して確認する等の作業をすることなく目視だけで不具合を判別するこ
とができる。
【０１０９】
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　また、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、ロック部材３
０の被ロック解除部としての突出部３３が、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ
部材２１３ｂよりもハウジング１１の内側、すなわち、ハウジング１１の外部へ露出しな
い位置に設けられている。このため、例えば作業者が不用意にシャッタ部材に触れてしま
うような場合においても、被ロック解除部に作業者が触れることが無く、すなわち、不用
意にロックが解除されることがないため、プラグインホールの保護がより一層強固なもの
となる。尚、突出部３３がハウジング１１の外部へ露出しない状態とは、完全に塞がれて
外方から完全に視認できないものだけでなく、微小な隙間（例えば指やドライバーが入ら
ない程度の隙間）はあっても容易には視認できなかったり容易には触れられないものも含
むものとする。
【０１１０】
　また、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、プラグインホ
ール１２の平面視において、ロック部材３０の被ロック解除部としての突出部分３３がプ
ラグインホール１２の領域の内側に配置されている。このため、プラグインホール１２の
平面視において被ロック解除部がプラグインホールの領域の外側になるように配置する場
合に比べてバスダクトプラグインホール保護構造２００を設けるのに必要なスペースを小
さくすることができ、その結果、バスダクトプラグインホール保護構造がコンパクトにな
る。
【０１１１】
　また、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、第１シャッタ
部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが端部同士を向かい合わせにして配置された
両開き式であり、第１シャッタ部材２１３ａの端部と第２シャッタ部材２１３ｂの端部と
の間のスリット２１３ｓを介してロック解除部６０がハウジング１１内部に挿入され、ロ
ック部材３０による第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂのロックを
解除するようになされている。このため、プラグインホール１２の平面視においてロック
部材３０の被ロック解除部としての突出部分３３がプラグインホール１２の領域の内側に
位置していても、ロック解除部６０で被ロック解除部（突出部分３３）を押圧することが
可能となる。
【０１１２】
　また、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００は、換言すれば、第
１シャッタ部材２１３ａとプラグインホール１２との間の微小な隙間としてのスリット２
１３ｓ、若しくは、第２シャッタ部材２１３ｂとプラグインホール１２との間の微小な隙
間としてのスリット２１３ｓを介してロック解除部６０がハウジング１１内部に挿入され
、ロック部材３０による第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂのロッ
クを解除するようになされているとも解することもできる。このため、プラグインホール
１２の平面視においてロック部材３０の被ロック解除部としての突出部分３３がプラグイ
ンホール１２の領域の内側に位置していても、ロック解除部６０で被ロック解除部（突出
部分３３）を押圧することが可能となる。
【０１１３】
　かかる構成に加え、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００では、
第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂにおいて、スリット２１３ｓへ
向けて傾斜するロック解除ガイド部２１３ｋがシャッタ開放ガイド部２１３ｅをそのまま
延設するように設けられている（図１０参照）。このため、プラグイン装置２２０の挿入
時においてプラグインホール１２に対する位置、すなわちスリット２１３ｓに対するロッ
ク解除部６０の位置が多少ずれたとしても、ロック解除部６０の位置がガイド２１３ｋに
よって矯正されることにより、スムーズに挿入することが可能となる。
【０１１４】
　以下、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００において、プラグイ
ンホール１２に対してプラグイン装置２２０を近づけて挿入する際のシャッタ部材２１３
及びロック部材３０の動作について図１１を用いて説明する。
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【０１１５】
　図１１（ａ）及び（ｂ）は、バスダクト１０のプラグインホール１２に対してプラグイ
ン装置２２０を挿入する前の状態を示す図であり、ロック解除部６０の略三角形状の解除
片６１の先端が、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの間のスリッ
ト２１３ｓの略直上に位置するようにプラグイン装置２２０が配置されている。
【０１１６】
　図１１（ｃ）は、ロック解除部６０によってロック部材３０が枠体２１３ｈ側に押し込
まれ、ロック部材収納部４０に収納された状態を示している。これにより、第１シャッタ
部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂのロックが解除され、ハウジング１１の内側
方向に観音開き式に開くことができるようになっている。
【０１１７】
　図１１（ｄ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置２２０を挿入する動作
がほぼ完了した状態を示す図であり、シャッタ開放部２２４の略三角形状の開放片２２４
ａによって第１シャッタ部材２１３ａと第２シャッタ部材２１３ｂとがハウジング１１の
内側方向に観音開き式に回動され、絶縁ホルダ２３とこの絶縁ホルダ２３に保護された接
触子２１とがプラグインホール１２の内部に挿入されている。その結果、クリップ状の各
接触子２１が対応するバスダクト導体２を挟持することになり、バスダクト１０とプラグ
イン装置２２０との電気的接続が達成される。
【０１１８】
　尚、プラグイン装置２２０の挿入が完了した状態においては、ロック解除部６０がバス
ダクト導体２の下方にまで挿入されてしまうため、ロック部材３０は再びロック部材収納
部４０の係止部４３に係止される位置まで戻っている。これにより、バスダクト１０にプ
ラグイン装置２２０を装着し続けている間、ロックバネ部材５０を圧縮した状態にし続け
ることを回避できるようになされており、長期の使用の後にロックバネ部材５０の弾性力
が悪化して、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂのロックに不具合
を起こしてしまうような事態を極力回避できるようになされている。また、ロック部材６
０を絶縁ホルダ２３の高さの分だけ形成する必要もないため、その分部材が少なくて済み
コストも低減できる。
【０１１９】
　このように、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００は、バスダク
ト１０のプラグインホール１２に対するプラグイン装置２２０の挿入動作により、図１１
（ｂ）→（ｃ）→（ｄ）のように、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１
３ｂのロックを自動で解除しつつ、これら、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ
部材２１３ｂを自動で開放するようになされている。
【０１２０】
　また、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００において、プラグイ
ンホール１２からプラグイン装置２２０を引き抜く際のシャッタ部材２１３の動作につい
ては、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂがバネ部材２１６によっ
てプラグインホール１２の閉塞方向に常に付勢されているため、単純に挿入時とは逆の動
作となり、図１１（ｄ）→（ｃ）→（ｂ）のように、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２
シャッタ部材２１３ｂが自動で閉塞した後に、ロック部材３０がロックバネ部材５０によ
って元の位置に戻ることで自動にロックされるようになされている。
【０１２１】
　尚、上述したように、このプラグイン装置２２０を装着した状態においてロック部材３
０はロック時と同じ位置に戻っている。従って、プラグイン装置２２０を引き抜く際、ロ
ック解除部６０の上部に設けられた解除片６２でロック部材３０をロック部材収納部４０
に収納し、その後に第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが閉塞され
、さらにその後にロック部材３０がロック状態に戻ってロックされる、という動作が、プ
ラグイン装置２２０を引き抜く動作に応じて自動でなされるようになっている。
【０１２２】
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　以上説明したように、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００は、
第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂがハウジング１１の内側方向に
観音開き式に回動して開くことがロックされているため、例えば作業者が不用意にシャッ
タ部材２１３に触れてしまうような場合においても、シャッタ部材が開くことはなく、プ
ラグインホール１２の保護がより一層強固なものとなる。その一方で、プラグインホール
１２にプラグイン装置２２０を近づけて挿入する際に、シャッタ部材２１３のロックが自
動で解除されるため、施工性を損なうことなく容易に挿入可能である。
【０１２３】
《第４実施形態》
　次に、本発明の第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００について、
図１２及び図１３を用いて説明する。尚、図１２は、本発明の第４実施形態のバスダクト
プラグインホール保護構造及びバスダクトの詳細を示す図であり、（ａ）が平面図であり
、（ｂ）がＩ－Ｉの模式断面図であり、（ｃ）がＪ－Ｊの模式断面図である。また、図１
３は、本発明の第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホール
にプラグイン装置を挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）が指
示円Ｓ３部分の拡大図（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ３部分の拡大図（ロック解除状態）
、（ｄ）が指示円Ｓ３部分の拡大図（挿入後）である。
【０１２４】
　尚、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００は、ロック機構および
ロック解除機構が第１実施形態乃至第３実施形態とは異なる。よって、この第４実施形態
では、説明の便宜上、第１実施形態乃至第３実施形態と同様の構成又は相当する部分とな
るものには同じ符号を付すと共に、第１実施形態乃至第３実施形態と異なる部分（すなわ
ちロック機構およびロック解除機構）を詳細に説明し、同様の構成の部分については説明
を省略する。
【０１２５】
　先ず、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００における、シャッタ
部材３１３のロック機構について説明する。このロック機構は、ロック状態において第１
シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂがプラグインホール１２を開放しな
いように維持しつつ、ロックが解除された場合には開放できるようにするためのものであ
り、図１２及び図１３に示すように、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３
１３ｂが閉塞状態において突き合わされている端辺の端部近傍において、ロック部材３３
０を枠体３１３ｈから延設するように一体に設けることによって実現される。
【０１２６】
　具体的には、ロック部材３３０は、図１３に示すように、例えば幅狭で薄い略短冊状で
枠体３１３ｈの内壁の中程から上方に向けて弾性変形可能な程度の強度で延設されており
その先端には、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂが閉塞状態にお
いて突き合わされている部分の端部の上側を係止するように配置される係止部３３１が設
けられている。
【０１２７】
　係止部３３１は、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂがバネ部材
２１６によってプラグインホール１２の内側から外側へ回動すること、すなわち観音開き
にプラグインホール１２を開放することを防止するようになされている。
【０１２８】
　また、ロック部材３３０には、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３
ｂが閉塞状態において突き合わされている部分の端部の下側を係止するように配置される
ロック部３３２が設けられている。ここで、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ
部材３１３ｂ側へのロック部３３２の突出幅は、係止部３３１の突出幅より短く形成され
ている。
【０１２９】
　ロック部３３２は、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂが閉塞状
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態において突き合わされている部分の端部の下側に配置されることで、第１シャッタ部材
３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂを係止し、ハウジング１１の内側方向に観音開き
式に開くことを防止（すなわちロック）するようになされている。すなわちこれがロック
状態である。
【０１３０】
　かかる構成に加え、シャッタ部材３１３において枠体３１３ｈとロック部材３３０との
間には、ロック部材３３０が枠体３１３ｈ側へ押されたときに変形して反ることができる
ようにするためのロック部材収納空間３４０が形成されている。
【０１３１】
　これにより、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００は、ロック部
材３３０の弾性力を越える力で係止部３３１が枠体３１３ｈ側に押されると、ロック部材
３３０が変形して枠体３１３ｈ側へ反ってロック部材収納空間３４０に収容された状態に
なる。このとき、ロック部材３３０のロック部３３２も枠体３１３ｈ側へ反ることにより
、ロック部３３２による係止が外れ、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３
１３ｂがハウジング１１の内側方向に観音開きできるようになされている。すなわちこれ
がロック解除状態である。
【０１３２】
　このようにして、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００において
も、第３実施形態と同様に、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂが
ハウジング１１の内側方向に観音開き式に開くことのロックと解除（すなわちロックのＯ
Ｎ／ＯＦＦ）ができるようになされている。
【０１３３】
　尚、シャッタ部材３１３には、ハウジング１１内部のバスダクト導体２を保持する導体
保持溝３１３ｍが形成されており、バスダクト導体２を支持する支持ホルダとしても機能
している。
【０１３４】
　次に、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００における、ロック解
除機構について説明する。このロック解除機構に関し、まず、第４実施形態のバスダクト
プラグインホール保護構造３００を構成するプラグイン装置３２０について、第１実施形
態乃至第３実施形態のプラグイン装置とは異なる部分を説明する。
【０１３５】
　プラグイン装置３２０は、図１３に示すように、絶縁ホルダ２３の両側壁２３ｂ側には
、第１乃至第３実施形態のようなシャッタ開放部が形成されていないと共に、第３実施形
態のようなロック解除部も形成されていない。このプラグイン装置３２０において、ロッ
ク解除部として機能するのは絶縁ホルダ２３の両側壁２３ｂ側の下端部２３ｄであり、シ
ャッタ開放部として機能するのは絶縁ホルダ２３の前壁２３ｅ及び後壁２３ｆ側の下端部
２３ｇである。
【０１３６】
　一方で、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００において、ロック
部材３３０の係止部３３１には、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３
ｂ側に向けて上部が丸みを帯びた斜辺を形成するようにして、被ロック解除部３３３が形
成されている。
【０１３７】
　この被ロック解除部３３３に対し、プラグイン装置３２０の絶縁ホルダ２３の両側壁２
３ｂ側の下端部２３ｄ（ロック解除部）がプラグイン装置３２０の挿入方向に押し当てら
れると、プラグイン装置３２０を挿入する方向の動作がロック部材３３０の係止部３３１
を枠体３１３ｈ側に押圧する動作に変換され、これにより、ロック部材３３０が変形して
枠体３１３ｈ側へ反ってロック部材収納空間３４０に収容される。このとき、第１シャッ
タ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂの下側に配置されていたロック部３３２も
枠体３１３ｈ側へ移動することになり、その結果、ロックが解除されるようになされてい
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る。
【０１３８】
　このようにして、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００では、第
１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂのロックが、プラグイン装置３２
０の挿入によって解除されるようになされている。
【０１３９】
　すなわち、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００では、ロック部
材３３０が設けられて第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂが開くこ
とを防止する一方で、プラグインホール１２へのプラグイン装置３２０の挿入動作に応じ
、ロック部材３３０によるロックを解除できるようになされている。これにより、プラグ
インホール１２にプラグイン装置３２０を近づけて挿入する際に、第１シャッタ部材３１
３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂのロックが自動で解除されるため、施工性に何ら影響
することなくスムーズな挿入が可能である。その一方で、例えば作業者が不用意にシャッ
タ部材３１３に触れてしまうような場合には、ロックされているため第１シャッタ部材３
１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂが開くことはなく、プラグインホール１２の保護が
より一層強固なものとなる。
【０１４０】
　また、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００では、ロック部材３
３０の被ロック解除部３３３が外部（上方）へと露出しており、容易に視認できるように
なっている。これにより、ロックされているか否かが一目で判別でき、例えば、仮に何ら
かの要因によってロック部材３３０に不具合があって、ロックされているべき状況におい
てロックされていないような状態が生じたとしても、シャッタ部材を押して確認する等の
作業をすることなく目視だけで不具合を判別することができる。
【０１４１】
　これに加え、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００では、ロック
部材３３０の被ロック解除部３３３が、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材
３１３ｂよりも外部（上方）に配置されている。これにより、ロック機能を有しつつも、
メンテナンス等でシャッタ部材を開けたい場合には、被ロック解除部３３３を直接操作し
て容易にロックを解除でき、シャッタ部材を開放することができる。
【０１４２】
　また、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００では、プラグインホ
ール１２の平面視において、ロック部材３３０の被ロック解除部３３３がプラグインホー
ル１２の領域の内側に配置されている。このため、プラグインホール１２の平面視におい
て被ロック解除部３３３がプラグインホールの領域の外側になるように配置する場合に比
べてバスダクトプラグインホール保護構造３００を設けるのに必要なスペースを小さくす
ることができ、その結果、バスダクトプラグインホール保護構造がコンパクトになる。
【０１４３】
　また、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００では、プラグイン装
置３２０には、分岐用の接触子２１とこの接触子２１の絶縁ホルダ２３とが設けられ、絶
縁ホルダ２３の両側壁２３ｂ側の下端部２３ｄがロック解除部の機能を有するようにして
いると共に、絶縁ホルダ２３の前壁２３ｅ側及び後壁２３ｆ側の下端部２３ｇがシャッタ
開放部の機能を有するようにしている。このため、ロック解除部やシャッタ開放部を別部
材や別形状として形成する必要が無いため、構造がシンプルとなり製造コストも安くなる
。
【０１４４】
　以下、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００において、プラグイ
ンホール１２に対してプラグイン装置３２０を挿入する際のシャッタ部材３１３及びロッ
ク部材３３０の動作について図１３を用いて説明する。
【０１４５】
　図１３（ａ）及び（ｂ）は、バスダクト１０のプラグインホール１２に対してプラグイ
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ン装置３２０を挿入する前の状態を示す図であり、絶縁ホルダ２３の両側壁２３ｂ側の下
端部２３ｄのそれぞれが被ロック解除部３３３の略直上に位置するようにプラグイン装置
３２０が配置されている。
【０１４６】
　図１３（ｃ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置３２０を挿入する動作
が開始された結果、絶縁ホルダ２３の両側壁２３ｂ側の下端部２３ｄ（ロック解除部）そ
れぞれが被ロック解除部３３３を押圧してロック部材３３０全体を枠体３１３ｈ側へ反ら
せてロック部材収納空間３４０に収容させた状態を示す図であり、第１シャッタ部材３１
３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂの下側に配置されていたロック部３３２もロック部材
３３０の変形に伴って枠体３１３ｈ側へ移動し、ロックが解除されている。
【０１４７】
　図１３（ｄ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置３２０を挿入する動作
によって、絶縁ホルダ２３の前壁２３ｅ側及び後壁２３ｆ側の下端部２３ｇ（シャッタ開
放部）それぞれが第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂの閉塞部３１
３ｃを押圧して回動させることで開放し、プラグインホール１２に対してプラグイン装置
３２０を挿入する動作が完了した状態を示す図であり、絶縁ホルダ２３とこの絶縁ホルダ
２３に保護された接触子２１とがプラグインホール１２の内部に挿入されている。その結
果、クリップ状の各接触子２１が対応するバスダクト導体２を挟持することになり、バス
ダクト１０とプラグイン装置３２０との電気的接続が達成される
【０１４８】
　このように、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００は、バスダク
ト１０のプラグインホール１２に対するプラグイン装置３２０の挿入動作により、図１３
（ｂ）→（ｃ）→（ｄ）のように、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１
３ｂのロックを自動で解除しつつ、これら、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ
部材３１３ｂを自動で開放するようになされている。
【０１４９】
　また、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００において、プラグイ
ンホール１２からプラグイン装置３２０を引き抜く際のシャッタ部材３１３の動作につい
ては、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３１３ｂがバネ部材３１６によっ
てプラグインホール１２の閉塞方向に常に付勢されているため、単純に挿入時とは逆の動
作となり、図１３（ｄ）→（ｃ）→（ｂ）のように、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２
シャッタ部材３１３ｂが自動で閉塞した後に、ロック部材３３０が弾性力によって元の位
置に戻ることで自動にロックされるようになされている。
【０１５０】
　以上説明したように、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００は、
例えば作業者が不用意にシャッタ部材３１３に触れてしまうような場合には、ロックされ
ているためシャッタ部材が開くことはなく、プラグインホール１２の保護がより一層強固
なものとなる。その一方で、プラグインホール１２にプラグイン装置３２０を近づけて挿
入する際には、シャッタ部材３１３のロックが自動で解除されるため、施工性に何ら影響
することなくスムーズな挿入が可能である。
【０１５１】
　また、第４実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造３００は、枠体３１３ｈと
ロック部材３３０とが一体に成形されているため、構造としてシンプルであり、容易に形
成できるという利点もある。
【０１５２】
　尚、上述した第１乃至第４実施形態において、空気層によって絶縁された空気絶縁型の
バスダクト導体２を有するバスダクト１０に対してシャッタ部材を設ける構成を説明した
が、本発明はこれに限らず、各導体を絶縁物で被覆して密着並設した絶縁型バスダクトに
対してシャッタ部材を設けるようにしても良い。以下、絶縁型バスダクトに対してシャッ
タ部材を設ける場合について第５実施例として説明する。
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【０１５３】
《第５実施形態》
　次に、本発明の第５施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００について、図
１４乃至図１６を用いて説明する。尚、図１４は、本発明の第５実施形態のバスダクトプ
ラグインホール保護構造のバスダクトを示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）が
側面図である。また、図１５は、本発明の第５実施形態のバスダクトプラグインホール保
護構造及びバスダクトの詳細を示す図であり、（ａ）が平面図であり、（ｂ）がＫ－Ｋの
模式断面図であり、（ｃ）がＬ－Ｌの模式断面図である。また、図１６は、本発明の第５
実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造のプラグインホールにプラグイン装置を
挿入する過程を示す模式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）が指示円Ｓ４部分の拡大
図（挿入前）、（ｃ）が指示円Ｓ４部分の拡大図（ロック解除状態）、（ｄ）が指示円Ｓ
４部分の拡大図（挿入後）である。
【０１５４】
　尚、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００は、バスダクトおよび
シャッタ部材の構造が第１実施形態乃至第４実施形態とは異なる。よって、この第５実施
形態では、説明の便宜上、第１実施形態乃至第４実施形態と同様の構成又は相当する部分
となるものには同じ符号を付すと共に、第１実施形態乃至第４実施形態と異なる部分（す
なわちバスダクトおよびシャッタ部材）を詳細に説明し、同様の構成の部分については説
明を省略する。
【０１５５】
　第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００は、例えば図示しない絶縁
性の樹脂シートで被覆されて密着並設した絶縁被覆型の複数（この場合、一例としてＲＳ
Ｔ三相分の三本）のバスダクト導体４０２をハウジング４１１内部に収容したバスダクト
４１０と、バスダクト４１０同士を電気的に接続するバスダクト接続部４１９（すなわち
、接続用のバスダクト）と、バスダクト４１０の各バスダクト導体４０２それぞれに対応
する複数（この場合、一例として三個）の接触子４２１を有するプラグイン装置４２０を
具えている（図１６参照）。
【０１５６】
　バスダクト接続部４１９では、図１５に示すように、対向して配置されたバスダクト４
１０の各相のバスダクト導体４０２の端部を二枚の接続導体４１９ａで挟み、両外側にハ
ウジングとしての側板４１９ｂを配置して、相間や側板４１９ｂとの間を絶縁セパレータ
４１９ｅで絶縁し、ボルト４１９ｃで一括に締結することでバスダクト４１０同士を電気
的に接続するようになされている。このとき、二枚の接続導体４１９ａはバスダクト導体
４０２よりも幅広に形成されているため、ボルト４１９ｃで締結したときにバスダクト導
体４０２よりも上方（下方）に突き出るようになされており、この突き出た部分において
、二枚の接続導体４１９ａに挟まれたプラグイン空間４１９ｄが形成されるようになされ
ている。
【０１５７】
　また、バスダクト接続部４１９では、その上部および下部をハウジングとしての上下板
４１９ｆで覆っており、この上下板にプラグインホール１２が形成され、ここにシャッタ
部材４１３が取り付けられる（この場合は一例として上側のみに形成）。そして、シャッ
タ部材４１３を介したプラグインホール１２にプラグイン装置４２０の接触子４２１が挿
入され、且つ、プラグイン空間４１９ｄに挿入（プラグイン）されると、接続導体４１９
ａに接続されることにより、電気幹線の主幹としてのバスダクト４１０に対してプラグイ
ン装置４２０が電気的に接続されるようになっている。
【０１５８】
　ここで、先ず、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００における、
シャッタ部材４１３について説明する。シャッタ部材４１３は、図１５に示すように、プ
ラグインホール１２をバスダクト４１０の長手方向に二分するかのようにしてお互いに対
向して配置された一対の第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂとから
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なり、これら第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂのそれぞれに、プ
ラグインホール１２を覆うための閉塞部４１３ｃが形成されている。また、シャッタ部材
４１３の枠体４１３ｈにおけるバスダクト４１０の長手方向の両側には、第１シャッタ部
材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂの閉塞部４１３ｃをスライドして収容可能なス
ライド穴４１３ｄが枠体４１３ｈに囲まれた内側の領域に穿設されている。尚、枠体４１
３ｈで囲まれた領域も便宜的にプラグインホール１２とする。
【０１５９】
　従って、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂの閉塞部４１３ｃそ
れぞれを、スライド穴４１３ｄに挿入することで、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シ
ャッタ部材４１３ｂは、プラグインホール１２を両開き式にスライド開閉できるようにな
されている。
【０１６０】
　また、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂには、プラグインホー
ル１２の閉塞時に相互に接触する閉塞部４１３ｃの端辺の少なくとも一部に、プラグイン
ホール１２の外方から内方に向けて傾斜するシャッタ開放ガイド部４１３ｅが設けられて
いる。このシャッタ開放ガイド部４１３ｅに対し、後述するプラグイン装置４２０の接触
子４２１（シャッタ開放部）が押し当てられることによって、プラグイン装置４２０を挿
入する方向の動きが第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂを開放方向
にスライドさせる動きに変換されるようになされている。
【０１６１】
　尚、スライド穴４１３ｄの中には、プラグインホール１２を閉塞する方向に第１シャッ
タ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂを付勢するための例えば螺旋（コイル）状
のバネ部材４１６が設けられており、これにより、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シ
ャッタ部材４１３ｂが付勢されてプラグインホール１２を閉塞するようになされている。
【０１６２】
　次に、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００における、シャッタ
部材４１３のロック機構について説明する。このロック機構は、ロック状態において第１
シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂが両開きにスライドしてプラグイン
ホール１２を開放しないように維持しつつ、ロックが解除された場合には開放できるよう
にするためのものであり、図１５及び図１６に示すように、第１シャッタ部材４１３ａ及
び第２シャッタ部材４１３ｂが閉塞状態において突き合わされている部分の端部近傍にお
いて、ロック部材４３０を枠体４１３ｈから延設するように一体に設けることによって実
現される。
【０１６３】
　具体的には、ロック部材４３０は、枠体４１３ｈの内壁の下方から上方に向けて弾性変
形可能な程度の強度で延設されており、その先端には、第１シャッタ部材４１３ａ及び第
２シャッタ部材４１３ｂが閉塞状態において突き合わされている部分の端部の上側に配置
される被ロック解除部４３１が設けられている。
【０１６４】
　また、ロック部材４３０には、閉塞状態における第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シ
ャッタ部材４１３ｂそれぞれの閉塞部４１３ｃの下側でシャッタ開放ガイド部４１３ｅの
裏側の部分を係止するように、一対のロック部４３２が設けられており、第１シャッタ部
材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂ側へのロック部４３２の突出幅は、被ロック解
除部４３１の突出幅より短く形成されている。
【０１６５】
　ロック部４３２は、閉塞状態における第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材
４１３ｂのシャッタ開放ガイド部４１３ｅの裏側の部分に配置されることで、開放ガイド
部４１３ｅを係止し、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂがスライ
ドしてプラグインホール１２を開放することを防止（すなわちロック）するようになされ
ている。すなわちこれがロック状態である。
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【０１６６】
　かかる構成に加え、シャッタ部材４１３において枠体４１３ｈとロック部材４３０との
間には、ロック部材４３０が枠体４１３ｈ側へ押されたときに変形して反ることができる
ようにするためのロック部材収納空間４４０が形成されている。
【０１６７】
　これにより、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００は、ロック部
材４３０の弾性力を越える力で被ロック解除部４３１が枠体４１３ｈ側に押されると、ロ
ック部材４３０が変形して枠体４１３ｈ側へ反ってロック部材収納空間４４０に収容され
た状態になる。このとき、ロック部材４３０のロック部４３２も枠体４１３ｈ側へ反るこ
とにより、ロック部４３２による係止が外れ、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッ
タ部材４１３ｂがスライドして開くことができるようになされている。すなわちこれがロ
ック解除状態である。
【０１６８】
　このようにして、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００において
も、第３実施形態及び第４実施形態と同様に、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッ
タ部材４１３ｂがスライドしてプラグインホール１２を開放することのロックと解除（す
なわち、ロックのＯＮ／ＯＦＦ）ができるようになされている。
【０１６９】
　次に、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００における、ロック解
除機構について説明する。このロック解除機構に関し、まず、第４実施形態のバスダクト
プラグインホール保護構造４００を構成するプラグイン装置４２０について、第１実施形
態乃至第４実施形態のプラグイン装置とは異なる部分を説明する。
【０１７０】
　プラグイン装置４２０は、図１６に示すように、遮断器等（図示せず）を内部に収納し
た箱形状の本体部４２２と、バスダクト４１０の各バスダクト導体４０２それぞれに対応
して本体部４２２から突設された複数（この場合、一例として三個）の接触子４２１と、
この接触子４２１を支持すると共に保護するための絶縁樹脂製の絶縁ホルダ４２３とを有
している。そして、この第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００にお
けるプラグイン装置４２０では、接触子４２１がロック解除部として機能すると共に、シ
ャッタ開放部としても機能するようになされている。
【０１７１】
　具体的には、接触子４２１は、バスダクト４１０の長手方向に沿って見たときに、一対
の端子が先細りで中央付近が外側に丸く膨らむような形状になるように横並びで配置され
ている。この一対の端子が、二枚の接続導体４１９ａの間のプラグイン空間４１９ｄに接
触子４２１を挿入し易いように挿入ガイド４２１ａとして形成されている。そして、三個
並んだ接触子４２１の挿入ガイド４２１ａのうち、両外側に位置する挿入ガイド４２１ａ
がロック解除部としても機能するようになされている。
【０１７２】
　また、接触子４２１は、バスダクト４１０の長手方向に直交する方向に沿って見たとき
に、端子が下方の先端に向けて先細りの逆三角形状に形成されており、この部分がシャッ
タ開放部４２１ｂとして機能する。
【０１７３】
　一方で、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００において、ロック
部材４３０の被ロック解除部４３１は、その端部に上方から下方に傾斜する斜辺が形成さ
れている。
【０１７４】
　この被ロック解除部４３１に対し、プラグイン装置４２０の接触子４２１の挿入ガイド
４２１ａ（ロック解除部）がプラグイン装置４２０の挿入方向に押し当てられると、プラ
グイン装置４２０を挿入する方向の動作が被ロック解除部４３１を枠体４１３ｈ側に押圧
する動作に変換され、これにより、ロック部材４３０が変形して枠体４１３ｈ側へ反って
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ロック部材収納空間４４０に収容される。このとき、ロック部材４３０のロック部４３２
も枠体４１３ｈ側へ反ることにより、ロック部４３２による係止が外れ、その結果、ロッ
クが解除されるようになされている。
【０１７５】
　このようにして、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００では、第
１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂのロックが、プラグイン装置４２
０の挿入によって解除されるようになされている。
【０１７６】
　すなわち、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００では、ロック部
材４３０が設けられて第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂが開くこ
とを防止する一方で、プラグインホール１２へのプラグイン装置４２０の挿入動作に応じ
、ロック部材４３０によるロックを解除できるようになされている。これにより、例えば
作業者が不用意にシャッタ部材４１３に触れてしまうような場合には、ロックされている
ため第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂが開くことはなく、プラグ
インホール１２の保護がより一層強固なものとなる。その一方で、プラグインホール１２
にプラグイン装置４２０を近づけて挿入する際に、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シ
ャッタ部材４１３ｂのロックが自動で解除されるため、施工性に何ら影響することなくス
ムーズな挿入が可能である。
【０１７７】
　また、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００では、ロック部材４
３０の被ロック解除部４３１が外部（上方）へと露出しており、容易に視認できるように
なっている。これにより、ロックされているか否かが一目で判別でき、例えば、仮に何ら
かの要因によってロック部材４３０に不具合があって、ロックされているべき状況におい
てロックされていないような状態が生じたとしても、シャッタ部材を押して確認する等の
作業をすることなく目視だけで不具合を判別することができる。
【０１７８】
　これに加え、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００では、ロック
部材４３０の被ロック解除部４３１が、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材
４１３ｂよりも外部（上方）に配置されている。これにより、ロック機能を有しつつも、
メンテナンス等でシャッタ部材を開けたい場合には、被ロック解除部４３１を直接操作し
て容易にロックを解除でき、シャッタ部材を開放することができる。
【０１７９】
　また、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００では、プラグインホ
ール１２の平面視において、ロック部材４３０の被ロック解除部４３１がプラグインホー
ル１２の領域の内側に配置されている。このため、プラグインホール１２の平面視におい
て被ロック解除部４３１がプラグインホールの領域の外側になるように配置する場合に比
べてバスダクトプラグインホール保護構造４００を設けるのに必要なスペースを小さくす
ることができ、その結果、バスダクトプラグインホール保護構造がコンパクトになる。
【０１８０】
　また、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００では、プラグイン装
置４２０に分岐用の接触子４２１が設けられ、この接触子４２１の挿入ガイド４２１ａが
ロック解除部の機能を有するようにしていると共に、接触子４２１のシャッタ開放部４２
１ｂがシャッタ開放部の機能を有するようにしている。このため、ロック解除部やシャッ
タ開放部を別部材や別形状として形成する必要が無いため、構造がシンプルとなり製造コ
ストも安くなる。
【０１８１】
　かかる構成に加え、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００では、
プラグイン装置４２０に分岐用の接触子４２１を保護する絶縁ホルダ４２３にも、ロック
解除部として機能する第１斜辺４２３ａが形成されていると共に、シャッタ開放部として
機能する第２斜辺４２３ｂが形成されている。すなわち、第５実施形態のバスダクトプラ
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グインホール保護構造４００では、プラグイン装置４２０の接触子４２１と絶縁ホルダ４
２３との両方が、ロック解除部の機能を有すると共にシャッタ開放部の機能を有するよう
にもなされている。尚、接触子４２１及び絶縁ホルダ４２３の形状や寸法を選定すること
で、接触子４２１だけにロック解除部の機能およびシャッタ開放部の機能の少なくとも一
方を付与するようにしても良い。
【０１８２】
　以下、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００において、プラグイ
ンホール１２に対してプラグイン装置４２０を挿入する際のシャッタ部材４１３及びロッ
ク部材４３０の動作について図１６を用いて説明する。
【０１８３】
　図１６（ａ）及び（ｂ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置４２０を挿
入する前の状態を示す図であり、三個並んだ接触子４２１の挿入ガイド４２１ａのうちの
両外側に位置する挿入ガイド４２１ａ（ロック解除部）が被ロック解除部４３１の略直上
に位置するようにプラグイン装置４２０が配置されている。
【０１８４】
　図１６（ｃ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置４２０を挿入する動作
が開始された結果、三個並んだ接触子４２１の挿入ガイド４２１ａのうちの両外側に位置
する挿入ガイド４２１ａそれぞれが被ロック解除部４３１を押圧してロック部材４３０全
体を枠体４１３ｈ側へ反らせてロック部材収納空間４４０に収容させた状態を示す図であ
り、ロック部材４３０のロック部４３２も枠体４１３ｈ側へ反ることにより、ロック部４
３２による係止が外れてロックが解除され、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ
部材４１３ｂがスライドして開くことができる状態となっている。
【０１８５】
　図１６（ｄ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置４２０を挿入する動作
が完了した状態を示す図であり、接触子４２１の略三角形状のシャッタ開放部４２１ｂの
先端が第１シャッタ部材４１３ａのシャッタ開放ガイド部４１３ｅと第２シャッタ部材４
１３ｂのシャッタ開放ガイド部４１３ｅとに接触し、第１シャッタ部材４１３ａと第２シ
ャッタ部材４１３ｂとが離間する方向にスライドさせている。すなわち、シャッタ開放ガ
イド部４１３ｅに対して略三角形状のシャッタ開放部４２１ｂが押し当てられることによ
って、プラグイン装置４２０を挿入する方向の動作が第１シャッタ部材４１３ａ及び第２
シャッタ部材４１３ｂを開放方向にスライドさせる動作に変換されており、その力がバネ
部材４１６の付勢力を越えたときに、プラグインホール１２が開放されていくようになさ
れている。
【０１８６】
　このように、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００は、バスダク
ト４１０（バスダクト接続部４１９）のプラグインホール１２に対するプラグイン装置４
２０の挿入動作により、図１６（ｂ）→（ｃ）→（ｄ）のように、第１シャッタ部材４１
３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂのロックを自動で解除しつつ、これら、第１シャッタ
部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂを自動で開放するようになされている。
【０１８７】
　また、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００において、プラグイ
ンホール１２からプラグイン装置４２０を引き抜く際のシャッタ部材４１３の動作につい
ては、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２シャッタ部材４１３ｂがバネ部材４１６によっ
てプラグインホール１２の閉塞方向に常に付勢されているため、単純に挿入時とは逆の動
作となり、図１６（ｄ）→（ｃ）→（ｂ）のように、第１シャッタ部材４１３ａ及び第２
シャッタ部材４１３ｂが自動で閉塞した後に、ロック部材４３０が弾性力によって元の位
置に戻ることで自動にロックされるようになされている。
【０１８８】
　以上説明したように、第５実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造４００は、
プラグインホール１２にプラグイン装置４２０を近づけて挿入する際に、シャッタ部材４
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１３のロックが自動で解除されるため、施工性に何ら影響することなくスムーズな挿入が
可能である。その一方で、例えば作業者が不用意にシャッタ部材４１３に触れてしまうよ
うな場合には、ロックされているためシャッタ部材が開くことはなく、プラグインホール
１２の保護がより一層強固なものとなる。
【０１８９】
《他の実施形態》
　尚、上述した実施の形態では、ＲＳＴ三相＋中性相の四本のバスダクト導体（三相四線
）や、ＲＳＴ三相だけの三本のバスダクト導体（三相三線）を有するバスダクトについて
説明したが、本発明はこれに限らず、単相一線・単相二線・単相三線・三相六線・三相八
線、等、バスダクト導体の相数や導体の線数は適宜であるものとする。
【０１９０】
　また、上述した第１乃至第４実施形態では、突出部としてハウジング１１の補強部１４
を適用し、突出空間としてハウジング１１の補強空間１５（１５ａ・１５ｂ・１５ｃ）を
適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば意匠用や部材
セット用の凹部といった、補強用途ではない突出部及び突出空間を用いるようにしても良
い。
【０１９１】
　また、上述した第１及び第２実施形態では、上側ハウジング半体１１ａおよび下側ハウ
ジング半体１１ｂの両側壁に補強部１４および補強空間１５を形成するようにした場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、上側ハウジング半体１１ａの上板や下側ハウジ
ング半体１１ｂの下板を略凸形状に突出変形させることによって補強部や補強空間を形成
するようにしても良く、そのようにして形成された補強空間にシャッタ部材の一部やバネ
部材が収納されるようにシャッタ部材を配置しても良い。
【０１９２】
　また、上述した第１及び第２実施形態では、補強空間１５ａ・補強空間１５ｂ・補強空
間１５ｃのうちの補強空間１５ａに対してプラグインホール１２を閉塞することに関わる
部材の一部を配置するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、補強空
間１５ｂや補強空間１５ｃを利用する構成であってもよい。また、ハウジング１１の両側
壁の補強空間１５ａにそれぞれバネ部材や規制部を設けるようにした場合について述べた
が、片側だけに設けるようにしても良い。また、一方にはバネ部材を他方には規制部を設
けるようにしても良い。
【０１９３】
　また、上述した第１及び第２実施形態では、プラグインホール１２を閉塞することに関
わる部材として、シャッタ部材１３の一部、バネ部材１６（１１６）及び規制部１７を補
強空間１５ａに収容するようにした場合について述べたが、その全体を収容してもよいし
、一部を収容してもよいし、いずれかの部材だけを収容してもよく、要は、プラグインホ
ール１２を閉塞することに関わる部材の一部が補強空間１５ａ（突出空間）に収容されて
いれば、バスダクト導体２とハウジング１１との間の空間絶縁距離や沿面距離等を阻害し
にくくなる。
【０１９４】
　また、上述した第１乃至第５実施形態では、螺旋（コイル）状のバネ部材や板状のバネ
部材を用いるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、バネ部材として
は弾性を有する部材を用いればよく、金属材料、ゴム状の物質や軟質樹脂、木片や竹片等
の植物材料品及びその加工物、等何でもよいし、その形状も蛇腹状等でもよい。また、こ
のバネ部材とシャッタ部材とを連結する部位やその構造についても、特に限定しない。
【０１９５】
　また、上述した第１乃至第５実施形態では、プラグインホール１２の略中央付近で第１
シャッタ部材と第２シャッタ部材とが突き合わされるようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、第１シャッタ部材と第２シャッタ部材とが突き合わされた部分が
、第１シャッタ部材及び第２シャッタ部材のどちらかに偏っていても良い。
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【０１９６】
　また、上述した第１乃至第５実施形態では、遮断器等を内部に収納した箱形状のプラグ
イン装置を用いるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、プラグイン
装置の形状は特に限定しないし、遮断器等を内部に備えていなくてもよい。
【０１９７】
　また、上述した第１乃至第３実施形態では、略三角形状のシャッタ開放部によって第１
シャッタ部材及び第２シャッタ部材を開放するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、下方が先細りの台形状や円弧形状等、挿入時に第１シャッタ部材及び第
２シャッタ部材に引っかからない形状であれば何でも良いものとする。
【０１９８】
　また、上述した第１及び第２実施形態では、図４及び図６に示すように、シャッタ開放
部２４の略三角形状の開放片２４ａの斜辺の角度よりも第１シャッタ部材１３ａ及び第２
シャッタ部材１３ｂのシャッタ開放ガイド部１３ｅの傾斜角度の方が急勾配にした場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、開放片２４ａの斜辺の角度の方を急勾配にして
も良いし、角度を合わせるようにしても良い。すなわち、開放片２４ａの斜辺の角度より
もシャッタ開放ガイド部１３ｅの傾斜角度の方が急勾配にした場合は、少ない挿入量で第
１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂを開放できるという利点がある。また
、開放片２４ａの斜辺の角度をシャッタ開放ガイド部１３ｅの傾斜角度よりも急勾配にし
た場合は、より少ない力で第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂを開放で
きるという利点がある。さらに、開放片２４ａの斜辺の角度とシャッタ開放ガイド部１３
ｅの傾斜角度とを合わせた場合は、開放片２４ａの斜辺全体でシャッタ開放ガイド部１３
ｅを押圧できるため、挿入の力が安定して第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材
１３ｂに伝わるという利点がある。
【０１９９】
　また、上述した第３乃至第５実施形態では、バスダクト及びバスダクト接続部のハウジ
ングに形成されたプラグインホール１２に対し、枠体としてユニット化されたシャッタ部
材を取付けるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第１及び第２実
施形態のように枠体を設けずにハウジングの内側にシャッタ部材を埋め込むようにしても
良い。同様に、第１及び第２実施形態のシャッタ部材を、第３乃至第５実施形態のシャッ
タ部材のように枠体を設けてハウジングの外部に取り付けるようにしても良い。
【０２００】
　また、上述した第３実施形態では、ロック解除部６０の解除片６１及び解除片６２を略
三角形状にしてロック部材３０のロック基部３１の突出部分３３を横断面視で矩形とする
ようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、解除片６１及び解除片６２を
矩形にして突出部分３３を横断面視で略三角形状等にしても良いし、解除片６１及び解除
片６２を略三角形状のままにして突出部分３３を横断面視で略三角形状等にしても良い。
要は、プラグイン装置２２０を挿入する方向の動きを、ロック部材３０を枠体２１３ｈ側
に押圧する方向の動きに変換できるのであれば、ロック解除部６０やロック部材３０の各
部位の形状は適宜選択可能であるものとする。第１乃至第５実施形態におけるシャッタ開
放ガイド部とシャッタ開放部との関係や、被ロック解除部とロック解除部との関係も同様
である。
【０２０１】
　また、上述した第３実施形態では、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２
１３ｂが閉塞状態において突き合わされている部分の端部にスリット２１３ｓを形成する
ようにした場合について述べたが、このスリット２１３ｓを裏側から閉塞できるように、
第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの少なくとも一方の裏側に軟質
樹脂製の閉塞シートを設置するようにしても良い。そうすることで、第１シャッタ部材２
１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの閉塞時にはこのスリット２１３ｓも閉塞シートに
よって閉塞された状態となり安全性を向上でき、その一方で、プラグイン装置２２０のロ
ック解除部６０がスリット２１３ｓに挿入される際には、閉塞シートが変形してロック解
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除部６０を容易に通すことが可能となり、施工性も確保できる。
【０２０２】
　また、上述した第３実施形態では、第２シャッタ部材２１３ｂに対向する第１シャッタ
部材２１３ａの端辺の両角を矩形に切り欠くと共に、第１シャッタ部材２１３ａに対向す
る第２シャッタ部材２１３ｂの端辺の両角を矩形に切り欠くことにより、その切欠き同士
が合わさることでスリット２１３ｓを形成するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、第１シャッタ部材２１３ａと第２シャッタ部材２１３ｂとのどちらかだ
けを切り欠くことでスリットを形成しても良いし、閉塞状態における第１シャッタ部材２
１３ａと第２シャッタ部材２１３ｂとを僅かに離間させることで微小な隙間としてのスリ
ットを形成するようにしても良い。また、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部
材２１３ｂがつき合わされている部分の端部に隣接する枠体２１３ｈの内側部分を僅かに
切り欠くことで、スリットを形成しても良い。
【０２０３】
　また、上述した第３実施形態では、ロック部材３０のロック頭部３２の上面が、ロック
部材収納部４０の上面側開口４４から外部（上方）へと露出するようにした場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、例えば上面側開口４４を設けないことでロック頭部３
２の上面を外部に露出しないようにしても良い。そうすることで、ロックされているか否
かを一目で判別することはできなくなるものの、外部からロック部材３０へ直接触れる可
能性がある部位を減らすことができるため、その分だけ安全性を向上することができる。
【０２０４】
　また、上述した第３乃至第５実施形態では、プラグインホール１２の平面視において、
ロック部材の被ロック解除部がプラグインホール１２の領域の内側に配置されるようにし
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、被ロック解除部の少なくとも一部がプ
ラグインホール１２の領域の内側に配置されるのであれば、その構造は特に限定しない。
【０２０５】
　また、上述した第４実施形態では、第１シャッタ部材３１３ａ及び第２シャッタ部材３
１３ｂ側へのロック部３３２の突出幅を係止部３３１の突出幅より短く形成するようにし
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、係止部３３１が絶縁ホルダ２３によっ
て押し退けられたときに、ロック部３３２によるロックが解除される寸法や位置関係であ
るのならば、ロック部３３２の突出幅および係止部３３１の突出幅は、同じ幅でも良いし
どちらが長くても良く、適宜設定できるものとする。第５実施形態についても同様である
。
【０２０６】
　また、上述した第４実施形態では、絶縁ホルダ２３の両側壁２３ｂ側の下端部２３ｄが
ロック解除部の機能を有するようにしていると共に、絶縁ホルダ２３の前壁２３ｅ側及び
後壁２３ｆ側の下端部２３ｇがシャッタ開放部の機能を有するようにした場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、絶縁ホルダ２３の両側壁２３ｂ側の下端部２３ｄがロッ
ク解除部の機能を有する一方でシャッタ解放部を別部材として設けるようにしても良いし
、絶縁ホルダ２３の前壁２３ｅ側及び後壁２３ｆ側の下端部２３ｇがシャッタ開放部の機
能を有する一方でロック解除部を別部材として設けるようにしても良い。要は、絶縁ホル
ダ２３が有するのは、ロック解除部の機能とシャッタ解放部の機能との少なくとも一方で
あればよい。
【０２０７】
　また、上述した第５実施形態では、接触子４２１の挿入ガイド４２１ａがロック解除部
の機能を有するようにしていると共に、接触子４２１のシャッタ開放部４２１ｂがシャッ
タ開放部の機能を有するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、接触
子４２１の挿入ガイド４２１ａがロック解除部の機能を有する一方でシャッタ解放部を別
部材として設けるようにしても良いし、接触子４２１のシャッタ開放部４２１ｂがシャッ
タ開放部の機能を有する一方でロック解除部を別部材として設けるようにしても良い。要
は、接触子４２１が有するのは、ロック解除部の機能とシャッタ解放部の機能との少なく
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とも一方であればよい。
【０２０８】
　また、上述した第３実施形態では、スリット２１３ｓへ向けて傾斜するロック解除ガイ
ド部２１３ｋを第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂに形成するよう
にした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、枠体２１３ｈに形成されていても
よい。すなわち、ロック解除部６０が挿入されるスリット２１３ｓの周囲にロック解除ガ
イド部２１３ｋが形成されていれば、プラグイン装置２２０の挿入時においてプラグイン
ホール１２に対する位置、すなわちスリット２１３ｓに対するロック解除部６０の位置が
多少ずれたとしても、ロック解除部６０の位置がガイド２１３ｋによって矯正されること
により、スムーズに挿入することが可能となる。
【０２０９】
　また、上述した第３実施形態では、シャッタ係止部２１３ｊを設けることによって、プ
ラグインホール１２を閉塞した状態よりもハウジング１１の外側方向に第１シャッタ部材
２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂを開くことができないようにした場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３
ｂが突き合わされてプラグインホール１２を閉塞する位置で付勢力が無くなるような設計
でバネ部材２１６を設置するようにすれば、シャッタ係止部を設けなくても、第１シャッ
タ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが枠体２１３ｈを越えてハウジング１１の
外側方向に勝手に開くことを防止できる。
【０２１０】
　また、上述した第１乃至第５実施形態では、第１シャッタ部材と第２シャッタ部材とで
プラグインホール１２を閉塞するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、プラグインホール１２を一枚のシャッタ部材（すなわち第１シャッタ部材のみ）で閉
塞するようにしても良い。以下、具体例として、第１実施形態のバスダクトプラグインホ
ール保護構造１においてプラグインホール１２を一枚の第１シャッタ部材で閉塞した場合
について、変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００として説明する。
【０２１１】
　変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００は、図１７及び図１８に示すよ
うに、シャッタ部材の構造が第１実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造１とは
異なる。よって、この変形例１では、説明の便宜上、第１実施形態と同様の構成又は相当
する部分となるものには同じ符号を付すと共に、第１実施形態と異なる部分のみを詳細に
説明し、同様の構成の部分については説明を省略する。
【０２１２】
　変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００には、シャッタ部材５１３にお
いて第１シャッタ部材５１３ａだけが設けられており、この第１シャッタ部材５１３ａは
、一枚でプラグインホール１２を閉塞できる大きさの閉塞部５１３ｃを有している。
【０２１３】
　また、変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００では、補強空間１５ａに
おいて、プラグインホール１２を基準として第１シャッタ部材５１３ａのバネ係止部１３
ｆとは反対側の位置に、バネ部材１６を係止するための断面視で略Ｌ字形状のバネ係止部
材５９０が設けられている。そして、第１シャッタ部材５１３ａのバネ係止部１３ｆとバ
ネ係止部材５９０とを連結するようにして、バネ部材１６が係止されている。
【０２１４】
　また、補強空間１５ａにおいて、バネ係止部材５９０と第１シャッタ部材５１３ａとの
間には規制部１７が設けられており、これにより、第１シャッタ部材５１３ａがバネ部材
１６によって付勢される際、バネ係止部材５９０側へスライドし過ぎないようになされて
いる。
【０２１５】
　また、変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００では、プラグイン装置２
０のシャッタ開放部５２４の開放片５２４ａの形状が左右非対称の略直角三角形形状であ
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る点が、左右対称の略二等辺三角形状のシャッタ開放片２４ａを有していた第１実施形態
のバスダクトプラグインホール保護構造１とは異なる。
【０２１６】
　これにより、この変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００は、第１シャ
ッタ部材のみの片開きスライド式という違いはあるものの、第１実施形態のバスダクトプ
ラグインホール保護構造１と同様の動作をすることができるようになされている。
【０２１７】
　以下、変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００において、プラグインホ
ール１２に対してプラグイン装置２０を挿入する際の第１シャッタ部材５１３ａの動作に
ついて図１８を用いて説明する。
【０２１８】
　図１８（ａ）は、バスダクト１０のプラグインホール１２に対してプラグイン装置２０
を挿入する前の状態を示す図であり、シャッタ開放部５２４の略直角三角形状の開放片５
２４ａの先端が、第１シャッタ部材５１３ａのシャッタ開放ガイド部５１３ｅとプラグイ
ンホール１２のホール縁５１２ａとが接する部分の略直上に位置するようにプラグイン装
置２０が配置されている。尚、この場合、ホール縁５１２ａが第１シャッタ部材５１３ａ
の規制部としても機能することも可能である。すなわち、ホール縁５１２ａを、バスダク
ト１０の幅方向に拡張してもよい。
【０２１９】
　図１８（ｂ）は、プラグインホール１２に対してプラグイン装置２０を挿入する動作が
開始された状態を示す図であり、シャッタ開放部５２４の略直角三角形状の開放片５２４
ａの先端が第１シャッタ部材５１３ａのシャッタ開放ガイド部５１３ｅとプラグインホー
ル１２のホール縁５１２ａとに接触し、第１シャッタ部材５１３ａをホール縁５１２ａか
ら離間する方向にスライドさせている。すなわち、第１シャッタ部材５１３ａのシャッタ
開放ガイド部５１３ｅに対してシャッタ開放部５２４の略直角三角形状の開放片５２４ａ
の斜辺が押し当てられることによって、プラグイン装置２０を挿入する方向の動作が第１
シャッタ部材５１３ａを開放方向にスライドさせる動作に変換されており、その力がバネ
部材１６の付勢力を越えたときに、プラグインホール１２が開放されていくようになされ
ている。
【０２２０】
　図１８（ｃ）は、プラグインホール１２が完全に開放された状態を示す図であり、シャ
ッタ開放部５２４の略直角三角形状の開放片５２４ａによって第１シャッタ部材５１３ａ
が開放され、絶縁ホルダ２３とこの絶縁ホルダ２３に保護された接触子（図示せず）とが
プラグインホール１２の内部に挿入されている。その結果、クリップ状の各接触子が対応
するバスダクト導体を挟持することになり、バスダクト１０とプラグイン装置２０との電
気的接続が達成される。
【０２２１】
　このようにして、変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００も、第１実施
形態のバスダクトプラグインホール保護構造１と同様に動作するようになされており、そ
の結果、同様の効果が得られる。
【０２２２】
　これに加え、変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００では、図１７に示
すように、シャッタ開放ガイド部５１３ｅが、プラグインホール１２の閉塞時に第１シャ
ッタ部材５１３ａがプラグインホール１２のホール縁５１２ａに接触する端辺の全域では
なく、シャッタ開放部５２４の略直角三角形状の開放片５２４ａが接触する周囲にのみ形
成されている。これにより、作業者が不用意にシャッタ開放ガイド部５１３ｅを押圧する
ことに起因して第１シャッタ部材５１３ａが開いてしまうような状況を極力回避できるよ
うになされており、その分、プラグインホール１２の保護が強固なものとなる。
【０２２３】
　変形例１のバスダクトプラグインホール保護構造５００では、突出空間としての補強空
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間１５ａにバネ係止部材５９０も配置されている。すなわち、このバネ係止部材５９０も
プラグインホール１２を閉塞することに関わる部材であり、補強空間１５ａに配置されて
いるため、空間絶縁距離や沿面距離等を確保するためにバスダクト１０が巨大化してしま
うような事態を極力回避し得る。
【０２２４】
　また、上述した第３乃至第５実施形態では、枠体を有するシャッタ部材をバスダクトの
ハウジングの外側に取り付けるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、ハウジングの内側にシャッタ部材を収納するようにしても良い。以下、具体例として、
第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００において、ハウジング１１の
内側にシャッタ部材を収納した場合について、変形例２のバスダクトプラグインホール保
護構造６００として説明する。
【０２２５】
　変形例２のバスダクトプラグインホール保護構造６００は、図１９に示すように、シャ
ッタ部材がハウジング１１の内側に収納されている点が第３実施形態のバスダクトプラグ
インホール保護構造２００とは異なる。よって、この変形例２では、説明の便宜上、第３
実施形態と同様の構成又は相当する部分となるものには同じ符号を付すと共に、第３実施
形態と異なる部分のみを詳細に説明し、同様の構成の部分については説明を省略する。
【０２２６】
　シャッタ部材６１３は、図１９に示すように、プラグインホール１２をバスダクト１０
の長手方向に二分するかのようにしてお互いに対向して配置された一対の第１シャッタ部
材６１３ａ及び第２シャッタ部材６１３ｂと、これら第１シャッタ部材６１３ａ及び第２
シャッタ部材６１３ｂを囲うように設けられた枠体６１３ｈと、枠体６１３ｈの両端から
下方に延設された係合片６１３ｉを有しており、全体としてユニット化され、バスダクト
１０の上側ハウジング半体１１ａの内側からプラグインホール１２に嵌合されている。
【０２２７】
　このとき、係合片６１３ｉの高さが、ハウジング１１の補強空間１５ａの高さよりも僅
かに低く設定されている。これにより、シャッタ部材６１３は、枠体６１３ｈの両端の係
合片６１３ｉをハウジング１１の両側壁の補強空間１５ａ・１５ａに架け渡して係合させ
ることにより、プラグインホール１２の内側に位置決めされて容易に取り付けることがで
きる。
【０２２８】
　このようして変形例２のバスダクトプラグインホール保護構造６００のシャッタ部材６
１３は、ハウジング１１の内側に取り付けることができるようになされており、それ以外
については第３実施形態と何ら変わる部分がない。その結果、変形例２のバスダクトプラ
グインホール保護構造６００のシャッタ部材６１３も、上述の第３実施形態と同様の動作
及び効果を得ることができるようになされている。
【０２２９】
　かかる構成に加え、変形例２のバスダクトプラグインホール保護構造６００では、プラ
グインホール１２を閉塞することに関わる部材として、ロック機構（ロック部材３０、ロ
ック部材収納部４０、ロックバネ部材５０）とシャッタ部材６１３の係合片６１３ｉとが
、補強部１４の内側の略凹形状の補強空間１５（この場合、補強部１５ａ）に配置されて
いる。このため、バスダクト１０の内部に収納されているバスダクト導体２とハウジング
１１との間の空間絶縁距離や沿面距離等を極力阻害することなく、プラグインホール１２
を閉塞することに関わる部材をハウジング１１の内部に収納することができる。すなわち
、シャッタ部材６１３をハウジング１１の内部に設けることに起因して空間絶縁距離や沿
面距離等を確保するためにバスダクト１０が巨大化してしまうような事態を極力回避し得
る。
【０２３０】
　また、変形例２のバスダクトプラグインホール保護構造６００では、平面視でロック部
材３０は外部に露出しない位置に設けられている。これにより、ロックされているか否か
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を一目で判別することはできなくなるものの、外部からロック部材３０へ直接触れる可能
性がある部位を減らすことができるため、その分だけ安全性を向上することができる。
【０２３１】
　また、上述の第３実施形態では、ロック部材３０を板バネ形状のロックバネ部材５０で
付勢する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ロック部材の構成は限定しない
し、ロック羽部材もコイルバネ等の他のバネ部材で良い。すなわち、図２０及び図２１に
示すようなロック部材７３０に、コイルバネ状のロックバネ部材７５０を組み合わせても
良い。
【０２３２】
　このロック部材７３０は、図示しないロック解除部の押圧を受けるための被ロック解除
部としての突出部分７３３と、ロック部材７３０がセットされたときにロックバネ部材７
５０に付勢されて所定位置より突出部分７３３側にスライドしないように図示しない枠体
に係止するための係止部７３６と、内部にロックバネ部材７５０を収容するバネ収容空間
７３５を有する。そして、ロック部材７３０は、バネ収容空間７３５を有するため、少な
いスペースにおいても比較的長い形状のロックバネ部材７５０を取付けることができる。
その結果、バネ収容空間７３５を有しないロック部材７３０に短いバネ部材を組み合わせ
た場合に比べて、ロック解除時におけるロック部材７３０の移動量に対するロックバネ部
材７５０の長さの変化の割合が小さくなるため（図２１参照）、移動量に対するバネの付
勢力の変化の割合も小さくなり、ロック解除をスムーズに行うことができる。
【０２３３】
　さらに、図２２に示すようなロック部材９３０に、コイル状のロックバネ部材を組み合
わせても良い。この場合のロック部材９３０は、図示しないロック解除部の押圧を受ける
ための被ロック解除部としての突出部分９３３と、ロック部材９３０がセットされたとき
にロックバネ部材に付勢されて所定位置より突出部分９３３側にスライドしないように枠
体の突起がスライド可能に挿入されるための長孔９３６と、内部にロックバネ部材を収容
するバネ収容空間９３５を有する。そして、ロック部材９３０もバネ収容空間９３５を有
するため、少ないスペースにおいても比較的長い形状のロックバネ部材を取り付け可能な
点は、上述したロック部材７３０及びロックバネ部材７５０の関係と同じである。
【０２３４】
　次に、ロック部材９３０を用いたバスダクトプラグインホール保護構造９００を、変形
例３として図２３及び図２４を用いて説明する。尚、図２３において（ａ）がシャッタ閉
塞状態の上方斜視図であり、（ｂ）がシャッタ閉塞状態の下方斜視図であり、（ｃ）がシ
ャッタ開放態の上方斜視図であり、（ｄ）がシャッタ開放状態の下方斜視図ある。また、
図２４は、変形例３においてプラグインホールにプラグイン装置を挿入する過程を示す模
式図であり、（ａ）が挿入前の図、（ｂ）が挿入中の図である。
【０２３５】
　このバスダクトプラグインホール保護構造９００のシャッタ部材は、第１シャッタ部材
２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが枠体２１３ｈに取り付けられてユニット化され
、バスダクト１０の上側ハウジング半体１１ａの外側からプラグインホール１２に合わせ
て取り付けられている点において、上述した第３実施形態のバスダクトプラグインホール
保護構造と同じである。よって、この変形例３では、説明の便宜上、第３実施形態と同様
の構成又は相当する部分となるものには同じ符号を付すと共に、第３実施形態と異なる部
分を詳細に説明し、同様の構成の部分については説明を省略する。
【０２３６】
　第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂのそれぞれは、図２３（ｂ）
（ｄ）に示すように、枠体２１３ｈによって囲まれた領域（すなわちプラグインホール１
２）に対して回動可能に保持させるための一対の円柱状の回動軸９１３ｉを有している。
また、枠体２１３ｈの裏側には、これら回動軸９１３ｉに対応する位置に、回動軸９１３
ｉよりも僅かに径が大きい円筒状の回動穴９１３ｋが形成されている。これにより、第１
シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂは、回動軸９１３ｉが枠体２１３ｈ
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の回動穴９１３ｋに回動可能な状態で保持され、プラグインホール１２を回動して開閉で
きるようになされている。
【０２３７】
　そして、回動軸９１３ｉは、螺旋（コイル）状のバネ部材９１６に挿通され、バネ部材
９１６の一端が第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの裏側に係止さ
れると共に、その他端が枠体２１３ｈの裏側に係止されるようになされている。これによ
り、変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００では、第１シャッタ部材２１
３ａおよび第２シャッタ部材２１３ｂのそれぞれを、ハウジング１１の内側から外側へ回
動するように付勢している。
【０２３８】
　また、バスダクトプラグインホール保護構造９００におけるシャッタ係止部２１３ｊは
、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの短辺の上部全体を係止する
よう枠体２１３ｈの内壁上端から延設されている。これにより、第３実施形態のシャッタ
係止部２１３ｊと同様に、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂは、
プラグインホール１２を閉塞した状態よりもハウジング１１の外側方向には開くことがで
きないようになされている。
【０２３９】
　さらに、バスダクトプラグインホール保護構造９００におけるロック解除ガイド部２１
３ｋは、スリット２１３ｓへ向けて傾斜するように枠体２１３ｈ及びシャッタ係止部２１
３ｊに形成されている。これにより、第３実施形態のロック解除ガイド部２１３ｋと同様
に、プラグイン装置９２０の挿入時において、プラグインホール１２に対する位置、すな
わちスリット２１３ｓに対するロック解除部６０の位置が多少ずれたとしても、ロック解
除部６０の位置がガイド２１３ｋによって矯正されることにより、スムーズに挿入するこ
とが可能となる。
【０２４０】
　ここで、変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００において、ロック部材
９３０は、第３実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造２００のロック部材３０
と同様の動作を行う。すなわち、ロック部材９３０は、図２２及び図２３に示すように、
突出部分９３３が、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが閉塞状態
において突き合わされている端辺の端部の下側に配置され、ロックバネ部材９５０により
プラグインホール１２の内側方向へ付勢されることで、第１シャッタ部材２１３ａ及び第
２シャッタ部材２１３ｂがハウジング１１の内側方向に回動して開くことを係止（すなわ
ちロック）するようになされている（ロック状態）。
【０２４１】
　尚、ロック部材９３０は、枠体２１３ｈから突設される突起２１３ｘがスライド可能に
長孔９３６内に挿入されるため、ロックバネ部材９５０に付勢されても突起２１３ｘに係
止され、所定位置より突出部分９３３側（プラグインホール１２の内側方向）にスライド
しないようになされている。また、ロック部材９３０は、図２３（ｂ）でいうところのそ
の上方に図示しない保持プレートを配置してビス固定する等により、枠体２１３ｈから離
脱しないように、且つ枠体２１３ｈに対してスライド可能に保持される。
【０２４２】
　そして、ロック部材９３０は、図２３（ｃ）（ｄ）に示すように、突出部分９３３がロ
ックバネ部材９５０の付勢力を越える力で枠体２１３ｈ側に押されると移動し、第１シャ
ッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂがハウジング１１の内側方向に回動して
開くことができるようになる（ロック解除状態）。
【０２４３】
　一方、変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００におけるプラグイン装置
９２０（ここでは、説明のため便宜的に本体部や接触子を省略し、絶縁ホルダ９２３のみ
を表示する）は、図２４に示すように、プラグイン装置９２０の挿入時にロック解除部材
６０によってロック部材９３０によるロックを自動で解除してから第１シャッタ部材２１
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３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂを開放する点では第３実施形態のプラグイン装置２２
０と同様であるものの、絶縁ホルダ９２３の下端自体がそのまま略矩形状のシャッタ開放
部となっている点が、略二等辺三角形状のシャッタ開放部２２４を有する第３実施形態の
プラグイン装置３２０とは異なる。すなわち、変形例３のプラグイン装置９２０は、第４
実施形態のプラグイン装置３２０のシャッタ開放部（下端部２３ｇ）に第３実施形態のプ
ラグイン装置２２０のロック解除部材６０を組み合わせたような構造をしている。
【０２４４】
　これにより、変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００では、プラグイン
装置９２０をプラグインホール１２に挿入する際、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シ
ャッタ部材２１３ｂがまだ開き始めていない段階において、絶縁ホルダ９２３の前壁２３
ｅ側及び後壁２３ｆ側の下端部２３ｇ（すなわちシャッタ開放部）によって、第１シャッ
タ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの上面における回動軸９１３ｉにより近い
部分を垂直若しくは垂直に近い角度で押圧することになる。その結果、プラグイン装置９
２０の挿入長さに対する第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの開放
方向への回動量が大きくなるため、迅速な開放が可能となる。また、プラグイン装置９２
０をプラグインホール１２から引き抜く際については、挿入時と逆の動作となるため、プ
ラグイン装置９２０の引き抜き長さに対する第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ
部材２１３ｂの閉塞方向への回動量が大きくなり、迅速な閉塞が可能となる。
【０２４５】
　よって、変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００では、第１シャッタ部
材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂを開閉させるためのプラグイン装置９２０の移
動距離（以下、着脱距離ともいう）を短縮できる。これにより、例えば、プラグイン装置
９２０の着脱距離を考慮してバスダクトの周囲に予め確保する施工用スペースを縮小する
ことも可能となる。また、バスダクトプラグインホール保護構造９００では、プラグイン
装置９２０を引き抜く際において、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１
３ｂが閉塞してからロック部材９３０がロック状態に戻るまでの間に、構造的（動作タイ
ミング的）な余裕をもたせることが可能となる。これにより、例えば、挿入状態のプラグ
イン装置９２０を作業者が素早く引き抜くような場合でも、第１シャッタ部材２１３ａ及
び第２シャッタ部材２１３ｂが閉塞位置に完全に戻るよりも前にロック部材９３０が先に
ロック位置に戻ってしまうような事態、すなわち、ロック部材９３０が第１シャッタ部材
２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの閉塞を阻害してしまうような事態を、プラグイ
ン装置９２０の着脱距離を延長することなく確実に防ぐことが可能となる。
【０２４６】
　尚、絶縁ホルダ９２３は、図示しない複数相（図２４の場合、３相＋中性相）のクリッ
プ状の接触子を固定するという役割だけでなく、これら接触子間を絶縁するための沿面距
離や空間絶縁距離を確保する役割も有しており、絶縁ホルダ９２３それ自体の構造を縮小
したり短縮したりすることに構造的な限界がある。すなわち、絶縁ホルダ９２３に上述の
第３実施形態のようにテーパー状のシャッタ開放部を設けると、テーパーの分だけ着脱距
離が延長することになる。したがって、本変形例３の絶縁ホルダ９２３の開放片２２４ａ
のようにテーパー状のシャッタ開放部を有さない（若しくは、わずかに有する）構造とす
ることは、プラグイン装置９２０の着脱距離を短縮する上で数少ない有効手段であり、さ
らに、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの上面における回動軸９
１３ｉにより近い部分を押圧することで、より着脱距離を短縮できることになる。
【０２４７】
　また、この変形例３では、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂが
まだ開き始めていない段階において、回動軸９１３ｉに近い部分を下端部２３ｇ（すなわ
ちシャッタ開放部）によって垂直若しくは垂直に近い角度で押圧する場合について述べた
が、垂直に近い角度（例えば、８０°～１００°）で押圧することができるのであれば、
回動軸９１３ｉに近い部分を押圧するのは第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部
材２１３ｂが開き始めた後の段階であってもよく、押圧するためのシャッタ開放部の構造
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も特に限定しない（僅かにテーパーを有するようにしてもよいし、絶縁ホルダとは別に設
けてもよい）。また、垂直若しくは垂直に近い角度で押圧するとは、第１シャッタ部材２
１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂ全体に対する角度を意味し、例えばその表面（閉塞
部２１３ｃ）に補強リブ等が設けられていることに起因して、シャッタ開放部による押圧
部位が局所的に傾斜している場合であっても、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッ
タ部材２１３ｂ全体に対する押圧角度が垂直若しくは垂直に近い角度であるならば効果が
得られるものである。
【０２４８】
　かかる構成に加え、ロック状態において第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャッタ部
材２１３ｂの裏側でロック部材９３０が配置される部分の周囲には、防壁９６０が立設さ
れている。これにより、バスダクトプラグインホール保護構造９００では、第１シャッタ
部材２１３ａ及び第２シャッタ部材２１３ｂの閉塞部２１３ｃとロック部材９３０との間
に形成される微小な隙間を防壁９６０により確実に塞ぐことができ、仮にスリット２１３
ｓにドライバー等の工具が近付くような場合があったとしても、工具がハウジング１１内
に入って内部の導体２に触れて作業者が感電するような事態を未然に防ぐことができる。
【０２４９】
　そして、変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００も、図２４に示すよう
に、第３実施形態と同様に、プラグインホール１２に対してプラグイン装置９２０を近づ
けて挿入する際に、ロックを自動で解除しつつ、これら、第１シャッタ部材２１３ａ及び
第２シャッタ部材２１３ｂを自動で開放するようになされていると共に、プラグイン装置
９２０をプラグインホール１２から引き抜けば、第１シャッタ部材２１３ａ及び第２シャ
ッタ部材２１３ｂが自動で閉塞すると共に、自動にロックされるようになされている。
【０２５０】
　尚、変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００では、プラグイン装置９２
０の後壁２３ｆに誤挿入防止切欠切欠９２３ａが形成されると共に、プラグイン時におい
て誤挿入防止切欠切欠９２３ａに対応する枠体２１３ｈの部分に誤挿入防止リブ９２３ｂ
が形成されている。これにより、バスダクトプラグインホール保護構造９００では、プラ
グイン時において、誤挿入防止切欠切欠９２３ａと誤挿入防止リブ９２３ｂとが一致しな
い場合の誤挿入が防止される。
【０２５１】
　このようして変形例３のバスダクトプラグインホール保護構造９００も、上述の第３及
び第４実施形態と同様の動作及び効果を得ることができるようになされている。
【０２５２】
　尚、上述した第１及び第２実施形態では、スライド開閉タイプの第１シャッタ部材及び
第２シャッタ部材を、バネ部材で連結することでユニット化するようにした場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、例えば、第１シャッタ部材及び第２シャッタ部材を枠
体に対してスライド開閉可能に取り付けることにより、ユニット化しても良い。以下、具
体例を、図２５及び図２６に示す変形例４として説明する。
【０２５３】
　変形例４のバスダクトプラグインホール保護構造８００におけるシャッタ部材８１３は
、図２６に示すように、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂが、枠体８
１３ｈにスライド可能に取り付けられている点が第１実施形態のバスダクトプラグインホ
ール保護構造１とは異なる。よって、この変形例４では、説明の便宜上、第１実施形態と
同様の構成又は相当する部分となるものには同じ符号を付すと共に、第１実施形態と異な
る部分のみを詳細に説明し、同様の構成の部分については説明を省略する。
【０２５４】
　まず、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂには、図２６に示すように
閉塞部１３ｃの両端を一部延長するようにしてスライド部８１０が形成されている。一方
、枠体８１３ｈは、全体としてハウジング１１の両側壁の補強空間１５ａ同士の間を架け
渡せる長さの平板部８１３ｐを有し、この平板部８１３ｐにはプラグインホール１２と同
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程度の大きさ及び形状の開口８１２が形成されている（以下、この開口８１２を便宜的に
プラグインホール１２と呼ぶこともある）。
【０２５５】
　また、平板部８１３ｐの幅方向の両端側には、ハウジング１１の補強空間１５ａの高さ
と同程度の高さの側壁８１３ｄが形成されている。この側壁８１３ｄには、第１シャッタ
部材１３ａのスライド部８１０を挿通してスライド可能に保持する第１レール孔８１３ｑ
が、側壁８１３ｄを貫通する長孔として設けられていると共に、第２シャッタ部材１３ｂ
のスライド部８１０を挿通してスライド可能に保持する第２レール孔８１３ｒが、側壁８
１３ｄを貫通する長孔として設けられている
【０２５６】
　これにより、第１シャッタ部材１３ａは、閉塞部１３ｃの両端のスライド部８１０を、
枠体８１３ｈの両側壁８１３ｄの第１レール孔８１３ｑに挿入するようにして配置される
ことで、枠体８１３ｈに対してスライド可能に取り付けられる。同様に、第２シャッタ部
材１３ｂも、閉塞部１３ｃの両端のスライド部８１０を、枠体８１３ｈの両側壁８１３ｄ
の第２レール孔８１３ｒに挿入するようにして配置されることで、枠体８１３ｈに対して
スライド可能に取り付けられる。
【０２５７】
　このとき、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂにはシャッタ開放ガイ
ド部１３ｅが設けられているため、閉塞部１３ｃまで第１レール孔８１３ｑ及び第２レー
ル孔８１３ｒに侵入してしまうことがシャッタ開放ガイド部１３ｅによって規制され、第
１レール孔８１３ｑ及び第２レール孔８１３ｒに対して挿入されるのはスライド部８１０
のみとなる。これにより第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、第１レ
ール孔８１３ｑ及び第２レール孔８１３ｒから離脱することなく、枠体８１３ｈの両側壁
８１３ｄの間に保持されるようになされている。
【０２５８】
　さらに、これら第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、螺旋（コイル
）状のバネ部材８１６によって相互に連結されている。具体的には、第１シャッタ部材１
３ａの両側のスライド部８１０における第２シャッタ部材１３ｂ側とは反対側の位置にバ
ネ係止部８１３ｆが設けられており、また、第２シャッタ部材１３ｂの両側のスライド部
８１０における第１シャッタ部材１３ａ側とは反対側の位置に、バネ係止部８１３ｆが設
けられている。そして、第１シャッタ部材１３ａのバネ係止部８１３ｆと第２シャッタ部
材１３ｂのバネ係止部８１３ｆとを連結するようにして、バネ部材８１６が係止されてい
る。
【０２５９】
　これにより、第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、バネ部材８１６
によって相互に引き付けられるため、相互に近づく方向、すなわち開口８１２（プラグイ
ンホール１２）を閉塞する方向にお互いが付勢されるようになっている。また、第１シャ
ッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材１３ｂは、第１レール孔８１３ｑ及び第２レール孔
８１３ｒにスライド部８１０が挿入されていることにより、このスライド部８１０がスラ
イドする範囲においてのみ移動可能になされている。すなわち、第１レール孔８１３ｑ及
び第２レール孔８１３ｒの端が、上述した第１実施形態の規制部１７と同じ役割を果たし
ている。
【０２６０】
　このように、変形例４のシャッタ部材８１３は形成されており、図２５に示すように、
枠体８１３ｈの開口８１２がハウジング１１のプラグインホール１２と重なるように、且
つ、枠体８１３ｈの平板部８１３ｐがハウジング１１の両側壁の補強空間１５ａに架け渡
されるように配置され、ハウジング１１とビス等によって固定される。これにより、変形
例３のバスダクトプラグインホール保護構造８００は、図示しないプラグイン装置の着脱
に対して、第１及び第２実施形態のバスダクトプラグインホール保護構造と同様に動作す
ると共に、同様の効果を得ることが可能である。
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【０２６１】
　これに加え、変形例４のシャッタ部材８１３は、ハウジング１１に取り付けられた状態
において、平板部８１３ｐ両端の側壁８１３ｄがハウジング１１の内部空間（断面視で略
ロ字形状の空間）と補強空間１５ａとの間に存在するため、補強空間１５ａに配置された
バネ部材８１６が仮に何らかの不測の事態により切断するような事態が発生したとしても
、切断したバネ部材８１６が垂れ下がってバスダクト導体２とハウジング１１との間の空
間絶縁距離や沿面距離等を阻害したり、バスダクト導体２と短絡したりといった事態が発
生することを確実に回避できる。すなわち、平板部８１３ｐ両端の側壁８１３ｄは、補強
空間１５ａに配置されたバネ部材８１６がハウジング１１の内部空間に移動することを規
制するバネ移動規制部として機能し、機能を発揮できるのであればその形状も壁だけに限
らず、柵状部材、所定間隔ごと設置されたビスやボルト、バスダクトの長手方向に沿って
配置される柱状部材等、何でも良く、隙間の有無や寸法も特に限定しない。
【０２６２】
　以上、本発明のバスダクトプラグインホール保護構造について各実施形態および変形例
に基づいて説明したが、本発明は、上述した各実施形態や変形例に限定されるものではな
く、それぞれ実施形態を部分的に組み合わせる、不要箇所を削除するなど、本発明の要旨
の範囲内で適用可能である。例えば、第５実施形態の第１シャッタ部材４１３ａと第２シ
ャッタ部材４１３ｂとを、第１実施形態のバネ部材１６で相互に連結することで、これら
第５実施形態の第１シャッタ部材４１３ａと第２シャッタ部材４１３ｂとでプラグインホ
ール１２を閉塞するようにしても良い。また、第３乃至第５実施形態や変形例においてプ
ラグインホール１２に対して二箇所ずつ設けていたロック部材を、片側だけにしても同様
の効果を得ることができる。さらに、ロック機構を有する第３乃至第５実施形態や変形例
においてプラグインホール１２を第１シャッタ部材と第２シャッタ部材とで閉塞するよう
にしていた構成を、片方のシャッタ部材だけで閉塞するようにしても良い。さらに、スラ
イド式に開閉する第１及び第２実施形態の第１シャッタ部材１３ａ及び第２シャッタ部材
１３ｂ（開閉部材）を、回動して開閉する構成としても良い。
【符号の説明】
【０２６３】
　１、１００、２００、３００、４００、５００、６００、８００、９００…バスダクト
プラグインホール保護構造、２、４０２…バスダクト導体、１０、４１０…バスダクト、
１１、４１１…ハウジング、１１ａ…上側ハウジング半体、１１ｂ…下側ハウジング半体
、１２…プラグインホール、１２ａ…誤挿入防止切欠、１３、２１３、３１３、４１３、
５１３、６１３、８１３、９１３…シャッタ部材、１３ａ、２１３ａ、３１３ａ、４１３
ａ、５１３ａ、６１３ａ…第１シャッタ部材、１３ｂ、２１３ｂ、３１３ｂ、４１３ｂ、
６１３ｂ…第２シャッタ部材、１３ｃ、２１３ｃ、３１３ｃ、４１３ｃ、５１３ｃ…閉塞
部、１３ｄ…スライド部、１３ｅ、２１３ｅ、４１３ｅ、５１３ｅ…シャッタ開放ガイド
部、１３ｆ…バネ係止部、１４…補強部、１５、１５ａ、１５ｂ、１５ｃ…補強空間、１
６、１１６、２１６、３１６、４１６…バネ部材、１７…規制部、１８…連結部材、１８
ａ、１８ｂ…端部、２０、２２０、３２０、４２０…プラグイン装置、２１、４２１…接
触子、２２、４２２…本体部、２３、４２３、９２３…絶縁ホルダ、２３ａ…溝、２３ｂ
…側壁、２３ｃ…誤挿入防止リブ、２３ｄ…下端部、２３ｅ…前壁、２３ｆ…後壁、２３
ｇ…下端部、２４、２２４、４２１ｂ、５２４…シャッタ開放部、２４ａ、２２４ａ、５
２４ａ…開放片、３０、３３０、４３０、７３０、９３０…ロック部材、３１…ロック基
部、３２…ロック頭部、３３、７３３、９３３…突出部分、４０…ロック部材収納部、４
１…正面側開口、４２…スライド室、４３…係止部４３、４４…上面側開口、４５…バネ
保持室、５０、７５０…ロックバネ部材、６０…ロック解除部、６１、６２…解除片、１
１３ｆ…バネ止部、１１３ｇ…挿通孔、２１３ｈ、３１３ｈ、４１３ｈ、６１３ｈ…枠体
、２１３ｉ…回動軸、２１３ｊ…シャッタ係止部、２１３ｋ…ロック解除ガイド部、２１
３ｓ…スリット、３１３ｍ…導体保持溝、３３１…係止部、３３２、４３２…ロック部、
３３３、４３１…被ロック解除部、３４０、４４０…ロック部材収納空間、４１３ｄ…ス
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ライド穴、４１９…バスダクト接続部、４１９ａ…接続導体、４１９ｂ…側板、４１９ｃ
…ボルト、４１９ｄ…プラグイン空間、４１９ｅ…絶縁セパレータ、４１９ｆ…上下板、
４２１ａ…挿入ガイド、４２３ａ…第１斜辺、４２３ｂ…第２斜辺、５１２ａ…ホール縁
、５９０…バネ係止部材、６１３ｉ…係合片、７３５、９３５…バネ収容空間、７３６…
係止部
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